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は じ め に 

 

 

全国の自殺者数は、平成１０年に初めて３万人を超えて以

降、国を挙げてさまざまな対策に取り組んだ結果、減少傾向と

なったものの、依然として毎年２万人を超える多くのかけがえ

のない命が自殺によって失われています。 

このような状況の中、令和４年１０月に国の今後５年間の取

組の指針となる「自殺総合対策大綱～誰も自殺に追い込まれ

ることのない社会の実現を目指して～」が閣議決定され、現状

の社会状況を踏まえた対策を進めていくことが求められてい

ます。 

本市では、平成２８年４月に改正された自殺対策基本法に基づき、平成３１年３月に「和歌

山市いのち支える自殺対策計画」を策定し、「誰も自殺に追い込まれることのない、いのち

支える和歌山市の実現」を基本理念に掲げ、関係機関や団体と連携し、全庁を挙げて自殺

対策の取組を強化し推進してまいりました。 

この度、計画期間の終期を迎える令和５年度に、国の方針や本市の自殺の現状、これま

での取組を踏まえ見直しを行い、「第２期和歌山市いのち支える自殺対策計画」を策定しま

した。引き続き自殺対策を「生きることの包括的な支援」と位置づけ、さらに本市の特徴や

課題に即した計画を組み入れ、総合的に自殺対策を推進してまいりますので、市民の皆様

をはじめ、自殺対策に関係する機関や団体のより一層のご理解とご協力をお願い申し上げ

ます。 

最後に、本計画を策定するにあたり、貴重なご意見やご提言をいただきました市民の皆

様をはじめ、多大なご尽力を賜りました「和歌山市いのち支える自殺対策推進協議会」の

委員の皆様に心から感謝申し上げます。 

 

令和６年３月 

 

和歌山市長 尾花 正啓 
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第１章 計画策定の趣旨 

１ 趣旨 

全国の自殺者数は、平成１０年（１９９８年）以降、年間３万人を超える状況が続いていましたが、

平成１８年（２００６年）１０月に「自殺対策基本法＊」が施行されて以降、「社会の問題」と認識されるよ

うになり、自殺対策の総合的な推進の結果、自殺者数は減少傾向にあります。 

しかしながら、令和２年（２０２０年）は新型コロナウイルス感染症の影響等もあり、自殺の要因と

なり得る様々な問題が悪化したことなどにより、特に女性や小中高生の自殺者が増え、総数は１１年

ぶりに前年を上回りました。令和４年（２０２２年）には、男性の自殺者数は平成２２年（２０１０年）以

来の増加となり、女性の自殺者数は令和２年（２０２０年）以降の増加、小中高生の自殺者数は過去

最多となりました。 

和歌山市（以下「本市」という。）では、平成２２年度（２０１０年度）から自殺対策事業に着手し、平

成３１年（２０１９年）３月には「和歌山市いのち支える自殺対策計画」（以下「前計画」という。）を策定

し、自殺対策を「生きることの包括的な支援」と位置づけ、令和元年度（２０１９年度）から５年間を計

画期間とし、全庁的な取組として総合的に自殺対策を推進してきました。 

令和５年度（２０２３年度）に前計画の計画期間の終期を迎え、新たな「自殺総合対策大綱＊」を踏

まえ、本市の自殺対策をさらに総合的に推進し、全庁的な取組として、「誰も自殺に追い込まれるこ

とのない、いのち支える和歌山市の実現」をめざすために、「第２期和歌山市いのち支える自殺対策

計画」（以下「本計画」という。）を策定するものです。 
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、自殺対策基本法第１３条第２項に定める市町村計画として、令和４年（２０２２年）に見

直された自殺総合対策大綱の方針や、令和５年（２０２３年）４月に策定された第２期和歌山県自殺

対策計画を踏まえて策定するものです。 

また、本計画は和歌山市長期総合計画を上位計画とし、和歌山市地域保健医療計画、健康わか

やま２１（チャレンジ健康わかやま）、和歌山市地域福祉計画等の関連計画との整合性に留意するこ

ととし、本計画を推進していくこととします。 

 

＜図１＞本計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間 

本計画の期間は、令和６年度（２０２４年度）から令和１０年度（２０２８年度）までの５年間とします。 

なお、本計画は自殺対策基本法の改正や自殺総合対策大綱が見直された場合等に、必要に応

じて見直しを行うこととします。 

 

  

・第２期和歌山県 

自殺対策計画 
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和歌山市地域保健医療計画 

健康わかやま 21 

和歌山市地域福祉計画 

和歌山市子ども・子育て支援事業計画 

和歌山市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画 

和歌山市障害者計画 

和歌山市男女共同参画推進行動計画 

和歌山市人権施策推進行動計画 

その他関連計画 

自
殺
対
策
に
関
連
性
の
高
い
計
画 

和歌山市長期総合計画 



 

3 

４ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）との関係 

本市は、令和元年（２０１９年）に内閣府より「SDGs＊未来都市」に選定され、SDGs の理念に沿っ

た基本的・総合的取組を推進しています。 

本計画では本市の SDGs に関する取組状況や本計画の基本理念等を踏まえ、SDGs の１７の目

標のうち、「１ 貧困をなくそう」、「３ すべての人に健康と福祉を」、「4 質の高い教育をみんなに」、

「5 ジェンダー平等を実現しよう」、「8 働きがいも経済成長も」、「10 人や国の不平等をなくそ

う」、「11 住み続けられるまちづくりを」、「16 平和と公正をすべての人に」、「17 パートナーシッ

プで目標を達成しよう」の９つのゴールの達成に寄与することを念頭に置きながら、具体的な取組

を進めていくこととします。 

 

 

＜図 2＞本計画に掲げる施策に関連する SDGs の目標 

    

     

 

  



4 

５ 計画の数値目標 

国は「自殺総合対策大綱」において、令和８年（２０２６年）までの１０年間に、自殺死亡率（人口１０

万人あたりの自殺者数）を平成２７年（２０１５年）の 18.5 から、先進諸国同様水準の 13.0 以下ま

で、３０％以上減少させることを目標としています。 

和歌山県においても、平成２４年（２０１２年）から平成２８年（２０１６年）の５年間の平均自殺死亡

率(19.6)を令和９年（２０２７年）までの１０年間で３０％減少させる(13.7 以下)ことを目標としてい

ます。 

本市の前計画では令和１０年（２０２８年）までに自殺死亡率を１３．４以下にすることを目標として

いましたが、様々な社会情勢の変化を鑑み、平成２９年（２０１７年）から令和３年（２０２１年）の５年間

の平均自殺死亡率(18.2)を、本計画の計画期間の終期である令和１０年（２０２８年）までに 15.2

以下に、令和１５年（２０３３年）までの１０年間に３０％以上減少させる(12.7 以下)ことを目標としま

す。 

なお、本市の自殺死亡率は各年により増減があり、単年の自殺死亡率を基準とした目標値では

実情を反映できない可能性があるため、和歌山県と同様に直近５年間の自殺死亡率の平均値を基

に目標を設定しています。 

 

 

計画の数値目標 

 現状（基準） 
目標値 

（令和 10 年） 

目標値 

（令和 15 年） 

自殺死亡率 
18.2 

（平成 29 年～令和３年の平均） 
15.2 以下 12.7 以下 

資料：厚生労働省「人口動態統計」 
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厚生労働省「人口動態統計」と警察庁「自殺統計」の違い 

■調査対象の差異 

厚生労働省の人口動態統計は、日本における日本人を対象とし、警察庁の自殺統計は、

総人口（日本における外国人も含む。）を対象としている。 

 

■調査時点の差異 

厚生労働省の人口動態統計は、住所地を基に死亡時点で計上し、警察庁の自殺統計

は、発見地を基に自殺死体発見時点（正確には認知）で計上している。 

 

■事務手続き上（訂正報告）の差異 

厚生労働省の人口動態統計は、自殺、他殺あるいは事故死のいずれか不明のときは自

殺以外で処理しており、死亡診断書等について作成者から自殺の旨訂正報告がない場合

は、自殺に計上していない。 

警察庁の自殺統計は、捜査等により、自殺であると判明した時点で、自殺統計原票を作

成し、計上している。 

第２章 自殺の現状 

 

自殺の状況に関する統計資料として、主に厚生労働省の「人口動態統計」と警察庁の「自殺統計」

の２種類があります。本計画の策定にあたり、厚生労働省「人口動態統計」、「地域における自殺の

基礎資料（自殺日・住居地）」、いのち支える自殺対策推進センター＊（以下、「JSCP」という。）「地

域自殺実態プロファイル２０２２」を使用しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、「地域自殺実態プロファイル」とは、「自殺総合対策大綱」において「国は、指定調査研究等

法人において、全ての都道府県及び市町村それぞれの自殺の実態を分析した自殺実態プロファイ

ルを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画の策定・見直しを支援する。」とあり、JSCP が各

自治体の自殺の実態を分析したものです。 

 
 

■統計データを見る際の留意点 

・「自殺死亡率」とは、人口 10 万人あたりの自殺者数です。 

・図表中の「N」は自殺者数（人）を表しています。 

・構成割合は小数点第 2 位で四捨五入して算出しているため、すべての割合を 

   合計しても 100％にならないことがあります。 
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１ 自殺者数と自殺死亡率の推移 

（１）全国の自殺者数の推移 

人口動態統計による全国の自殺者数は、平成２２年（２０１０年）以降減少傾向でしたが、令和２年

（２０２０年）には１１年ぶりに増加に転じ、令和４年（２０２２年）は 21,252 人となっています。 

 

＜図 3＞自殺者数の推移（全国） 

 

資料：厚生労働省「人口動態統計」 

 

（２）和歌山県の自殺者数の推移 

人口動態統計による和歌山県の自殺者数は、平成１４年（２００２年）以降 200 人前後で増減を

繰り返しながら推移しており、令和４年（２０２２年）は 176 人となっています。 

 

＜図 4＞自殺者数の推移（和歌山県） 

 

資料：厚生労働省「人口動態統計」 
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（３）本市の自殺者数の推移 

人口動態統計による本市の自殺者数は、平成２８年（２０１６年）以降減少傾向でしたが、令和３年

（２０２１年）には増加に転じ、令和４年（２０２２年）は 63 人となっています。 
 

＜図 5＞自殺者数の推移（和歌山市） 

 

資料：厚生労働省「人口動態統計」 

 

（４）自殺死亡率の推移 

人口動態統計による本市の自殺死亡率は、平成２０年（２００８年）の 28.6 をピークに増減を繰り

返しながら推移しており平成２８年（２０１６年）以降全国に比べて高い状況が続いています。 
 

＜図 6＞自殺死亡率の推移(和歌山市、和歌山県、全国) 

 
資料：厚生労働省「人口動態統計」、和歌山県「人口動態統計（確定数）の概況」 
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２ 性別及び年齢階級別の状況 

（１）性別自殺死亡率の推移 

地域における自殺の基礎資料による自殺死亡率を性別でみると、男性は増減を繰り返しながら

推移しており、令和４年（２０２２年）は 28.50 で、全国に比べて高くなっています。 

また、女性は平成２８年（２０１６年）より減少していましたが、令和２年（２０２０年）より増加に転じ、

令和４年（２０２２年）は再び減少し 10.49 となっています。 

 

＜図 7＞自殺死亡率の推移(和歌山市、全国) 
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女性 

 
資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（自殺日・住居地） 
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（２）性別・年齢階級別自殺者数 

本市の平成３０年（２０１８年）から令和４年（２０２２年）における自殺者の性別構成割合は、男性

が 65.8％、女性が 34.2％です。 

また、年齢階級別では全体では 50～59 歳が 65 人で最も多く、次いで 40～49 歳が 49 人、

60～69 歳、70～79 歳がいずれも 47 人と続いており、男性では 50～59 歳が 44 人で最も多

く、女性では 70～79 歳が 24 人で最も多くなっています。 

 

＜図 8＞性別・年齢階級別自殺者数（平成３０年～令和４年合計） 

 

※ 個人の特定を防ぐため、内訳を一部非表示としています。 

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（自殺日・住居地）より作成 
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（３）年齢階級別構成割合 

本市の平成３０年（２０１８年）から令和４年（２０２２年）における自殺者の年齢階級別構成割合を

性別でみると、男性は 50～59 歳が 21.0％で最も高く、女性は 70～79 歳が 22.0％で最も多く

なっています。 

 

＜図 9＞年齢階級別構成割合（平成３０年～令和４年合計）（和歌山市、全国） 

 

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（自殺日・住居地）より作成 
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（４）年齢階級別にみた死因順位 

本市の平成２９年（２０１７年）から令和３年（２０２１年）における年齢階級別にみた死因順位は、10

～19 歳、20～29 歳、30～39 歳で「自殺」が１位となっており、40～49 歳は第２位、50～59 歳

は第３位となっています。 

また、10～19 歳、20～29 歳、30～39 歳の死因第１位の「自殺」は全国と同様の結果となって

います。 

 

＜表１＞年齢階級別にみた死因順位（和歌山市、全国） 

 

和歌山市 

（平成２９年～令和３年合計） 
 

全国 

（令和３年） 

第１位 第２位 第３位  第１位 第２位 第３位 

10～19

歳 

自殺 悪性新生物 肺炎 

先天奇形、

変形及び染

色体異常 

 自殺 不慮の事故 
悪性新生物

＜腫瘍＞ 

27.3％ 18.2％ 4.5％ 4.5％  46.2％ 13.0％ 12.6％ 

20～29

歳 

自殺 不慮の事故 心疾患  自殺 不慮の事故 
悪性新生物

＜腫瘍＞ 

49.1％ 26.3％ 7.0％  56.1％ 9.8％ 8.5％ 

30～39

歳 

自殺 悪性新生物 心疾患 
脳血管

疾患 

不慮の

事故 
 自殺 

悪性新生物

＜腫瘍＞ 

心疾患（高血

圧性を除く） 

31.3％ 23.2％ 8.0％ 8.0％ 8.0％  34.6％ 20.4％ 8.0％ 

40～49

歳 

悪性新生物 自殺 心疾患  
悪性新生物

＜腫瘍＞ 
自殺 

心疾患（高血

圧性を除く） 

27.4％ 16.9％ 14.6％  30.4％ 16.7％ 11.8％ 

50～59

歳 

悪性新生物 心疾患 自殺  
悪性新生物

＜腫瘍＞ 

心疾患（高血

圧性を除く） 
脳血管疾患 

42.3％ 14.7％ 8.1％  38.6％ 13.0％ 7.8％ 

60～69

歳 

悪性新生物 心疾患 脳血管疾患  
悪性新生物

＜腫瘍＞ 

心疾患（高血

圧性を除く） 
脳血管疾患 

47.8％ 15.5％ 5.9％  45.2％ 12.3％ 6.5％ 

資料：和歌山市「人口動態統計報告書」、厚生労働省「令和３年人口動態統計」より作成 
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３ 同居人有無別の状況 

本市の平成３０年（２０１８年）から令和４年（２０２２年）における自殺者の同居人の有無別構成割

合は、全体では「同居人あり」が 63.9％、「同居人なし」が 36.1％となっています。 

 

＜図 10＞自殺者の同居人有無別構成割合（平成３０年～令和４年合計）（和歌山市、全国） 

 

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（自殺日・住居地）より作成 
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４ 職業別の状況 

本市の平成３０年（２０１８年）から令和４年（２０２２年）における自殺者の職業別構成割合を性別

でみると、男性は「有職者」が 46.2％で最も高く、女性は「その他の無職者」が 27.5％で最も多く

なっています。 
 

＜図 11＞自殺者の職業別構成割合（平成３０年～令和４年合計）(和歌山市、全国) 

全体 

 

男性 
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資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（自殺日・住居地）より作成 
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５ 原因・動機別の状況 

本市の平成 30 年（2018 年）から令和４年（2022 年）における自殺者の原因・動機別構成割合

は「不詳」を除くと、男性・女性ともに「健康問題」の割合が最も高くなっています。 

しかしながら、自殺に至る原因・動機は、多様かつ複合的な原因及び背景を有しており、様々な

要因が連鎖する中で起きています。 

 

＜図 12＞自殺者の原因・動機別構成割合（平成 30 年～令和４年合計）(和歌山市、全国) 
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※ 遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに推定できる原因・動機を自殺者一人につき３つまで（令和４年からは

４つまで）計上可能としています。 

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（自殺日・住居地）より作成 
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６ 自殺未遂歴の有無別の状況 

本市の平成 30 年（2018 年）から令和４年（2022 年）における自殺未遂歴のある自殺者の割

合は、全体では 22.3％で、男性は 17.1％、女性は 32.1％となっています。 

 

＜図 13＞自殺者の自殺未遂歴の有無別構成割合（平成 30 年～令和４年合計） 

（和歌山市、全国） 

 

資料：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（自殺日・住居地）より作成 
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７ 本市の特徴と課題 

（１）地域自殺実態プロファイルによる現状の分析 

「地域自殺実態プロファイル」では、本市の自殺の特徴について、性別・年齢階級別・職業の有無

別・同居人の有無別の特性と、背景にある主な自殺の危機経路が明らかにされています。 

本市の自殺者の特性上位５区分は以下のとおりで、優先的に取り組むべき課題は「高齢者」、「勤

務・経営」、「生活困窮者」となっています。 

 

＜表 2＞本市の主な自殺者の特徴（平成 29 年～令和３年合計） 

自殺者の特性上位５区分 自殺者数 構成割合 背景にある主な自殺の危機経路の一例 

1 位：男性 60 歳以上 

無職同居 
37 11.6% 

失業（退職）→生活苦＋介護の悩み（疲れ）
＋身体疾患→自殺 

2 位：男性 40～59 歳 

有職同居 
36 11.3% 

配置転換→過労→職場の人間関係の悩み
＋仕事の失敗→うつ状態→自殺 

3 位：女性 60 歳以上 

無職同居 
26 8.1% 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

4 位：男性 60 歳以上 

無職独居 
25 7.8% 

失業（退職）＋死別・離別→うつ状態→ 
将来生活への悲観→自殺 

5 位：男性 20～39 歳 

有職同居 
25 7.8% 

職場の人間関係／仕事の悩み(ブラック企
業)→パワハラ＋過労→うつ状態→自殺 

※ 自殺者数の合計は 320 人 

※ 順位は自殺者数の多さに基づき、自殺者数が同数の場合は自殺死亡率の高い順となっています。 

※ 「背景にある主な自殺の危機経路」は、ライフリンク「自殺実態白書 2013」を参考に推定されたもので、自殺者の

特性別にみて代表的と考えられる経路の一例が示されており、記載の経路が唯一のものではありません。 

資料：JSCP「地域自殺実態プロファイル 2022」 
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（２）本市の特徴 

以上の本市の自殺の状況を踏まえた本市の特徴としては、 
 

①自殺者数及び自殺死亡率は、平成 28 年（２０１６年）以降減少傾向でしたが、令和３年（２０２１

年）には増加に転じ、令和４年（２０２２年）には、自殺者数は６3 人となっています。 

②最も割合の高い年齢階級は、男性では「50～59 歳」（２１．０％）、女性では「70～79 歳」（２２．

０％）となっています。 

③平成２９年（２０１７年）から令和３年（２０２１年）における 10 歳代、20 歳代、30 歳代の死因第１

位は全国と同様に「自殺」となっています。 

④同居人ありが 63.9％、同居人なしが 36.1％となっています。 

⑤最も割合の高い職業は、男性では「有職者」が４６．２％、女性では「その他の無職者」が２７．

５％となっています。 

⑥最も割合の高い自殺の原因・動機は、「不詳」を除くと、「健康問題」（男性２９．５％、女性５６．

９％）となっています。 

⑦「地域自殺実態プロファイル２０２２」の特性上位５区分と上述した①～⑥との共通点としては

「男性、４０～５９歳、有職」、「女性、６０歳以上、無職」があります。 
 

などがあげられます。 

 

＜図 14＞自殺の危機要因イメージ図（厚生労働省資料） 

 
資料：厚生労働省「「地域自殺対策計画」策定・見直しの手引」 

 

自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。自殺の背景には、精神保健上の問題だけでなく、

過労や生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立等の様々な社会的要因があることが知られてい

ます。（図 14 参照）  

□ 社会が多様化する中で、地域生活の現場で起きる問題は複雑化・複合化している。 
□ 複雑化・複合化した問題が最も深刻化したときに自殺は起きる。「平均４つの 

要因（問題）が連鎖する中で自殺が起きている」とする調査※もある。 

※『自殺実態白書 2013（ＮＰＯ法人ライフリンク）』 
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（３）本市が重点的に取り組むべき課題 

これまで、本市では、全庁的な取組だけでなく、さまざまな関係機関と連携し、総合的な自殺対策

の取組を行ってきました。 

しかしながら、現在も毎年 60 人前後の方が自殺で亡くなっており、自殺死亡率も平成 28 年

（2016 年）以降、全国を上回っている状況が多くみられます。 

本市の自殺の現状や自殺総合対策大綱等を踏まえ、本市が当面重点的に取り組むべき課題は、

以下のように取りまとめられます。 

 

① 高齢者の自殺対策を推進する 

高齢者は加齢に伴う体力の低下や疾病等の身体的要因、活動意欲の低下等の心理的要因、人

との関わり等の社会・環境要因により、閉じこもりや抑うつ状態になりやすく、孤独・孤立に陥りやす

いという特有の課題を抱えています。高齢者の自殺については、このような高齢者特有の課題を踏

まえつつ、多様な背景や価値観に対応した支援、働きかけが必要です。 
 

② 勤務問題に関わる自殺対策を推進する 

本市における自殺者の職業別構成割合は、男性は「有職者」の割合が高くなっていました。また、

男性の年齢では 50～59 歳が最も高い状況でした。長時間労働の是正やハラスメント防止などの

職場環境の改善、労働者のメンタルヘルス対策など、勤務問題による自殺対策を推進する必要が

あります。行政や地域の関係機関が連携し、相談体制を強化するとともに、事業主等が理解を深め、

勤務問題が起きにくい職場環境づくりを支援していく必要があります。 
 

③ 生活困窮者への支援を充実する 

生活困窮者は単に経済的な困窮にとどまらず、社会的孤立（ひきこもり＊等）や虐待、依存症など

複合的な課題を抱え、自殺リスクを抱えている人が少なくありません。生活困窮者自立支援法に基

づく自立相談支援事業等において包括的な支援を行うとともに、庁内及び関係機関等とも緊密に

連携し、効果的かつ効率的な支援を行う必要があります。 

また、そうした連携が進むよう、連携の具体的な実践例の周知や自殺対策の相談窓口を訪れた

生活困窮者を必要な支援につなげるなど、連携の枠組みを推進する必要があります。 
 

④ 子ども・若者の生きる支援を推進する 

全国の小中高生の自殺者数は増加しており、令和４年（2022 年）の小中高生の自殺者数は過

去最多となっています。また、本市の 10 歳代、20 歳代、30 歳代における死因第１位は自殺となっ

ており、子ども・若者の自殺対策が喫緊の課題です。ＳＯＳの出し方に関する教育を推進するととも

に、支援を必要とする若者が漏れないよう、その範囲を広くとることは重要です。しかしながら、ライ

フステージや立場（学校や社会とのつながりの有無等）ごとに置かれている状況は異なっており、自

殺に追い込まれている事情も異なっていることから、それぞれの集団の置かれている状況に沿った

施策を実施する必要があります。また、令和５年（2023 年）６月にとりまとめられた「こどもの自殺

対策緊急強化プラン＊」を踏まえ、総合的な取組を進める必要があります。 
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第３章 これまでの取組と評価 

前計画では５つの基本施策と４つの重点施策に活動指標・成果指標を設定しました。各項目にお

ける取組と評価は以下のとおりです。 

 

前計画の取組と評価 

区
分 項目 

計画策定時の 

現状値 

計画策定時の 

目標値 

（令和５年度） 

現状値 
評

価 

全

体 
自殺死亡率 

19.1 
（H24 年～H28 年 

の平均） 

16.0 以下 

（R5 年） 

18.2 
（H29 年～R3

年の平均） 

未達 

基本施策１ 地域におけるネットワークの強化 

活動 

指標 

和歌山市いのち支える自殺対策推進協議会の開

催回数 

４回 

（H30 年度設置） 
１回以上 

1 回 

（R4 年度） 
到達 

活動 

指標 

和歌山市いのち支える自殺対策庁内連絡会議の

開催回数 

２回 

（H30 年度） 
１回以上 

１回 

（R4 年度） 
到達 

成果 

指標 
和歌山市 G－P ネット利用報告件数 

367 件 

（H29 年度） 
400 件 

465 件 

（R4 年度） 
到達 

基本施策２ 生きる支援に関わる人材の育成 

活動 

指標 
市職員・専門職のゲートキーパー＊研修受講者数 

1,625 人 
（H22 年度～H30 年

10 月末までの累計） 
増加 

2,389 人 

（H22 年度～R5

年 3 月末までの

累計） 

到達 

活動 

指標 
市民を対象としたゲートキーパー研修受講者数 

275 人 
（H22 年度～H30 年

10 月末までの累計） 
増加 

469 人 
（H22 年度～R5

年 3 月末までの

累計） 

到達 

基本施策３ 住民への普及・啓発と周知 

活動 

指標 
こころの健康に関する出前講座の受講者数 

200 人 

（H28・29 年度の平均） 
200 人以上 

139 人 

（R4 年度） 
未達 

成果 

指標 

ゲートキーパーという言葉を聞いたことがある人

の割合※１ 

23.1％ 

（H30 年度） 
50％ 

23.7％ 

（R5 年度） 
未達 

成果 

指標 

精神保健福祉相談、うつ病夜間相談を知っている

人の割合※１ 

25.1％ 

（H30 年度） 
50％ 

27.5％ 

（R5 年度） 
未達 
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区
分 項目 

計画策定時の 

現状値 

計画策定時の 

目標値 

（令和５年度） 

現状値 
評

価 

基本施策４ 生きることの促進要因の充実 

活動 

指標 
精神保健福祉相談件数（延べ） 

10,834 件 

（H29 年度） 
継続実施 

7,266 件 

（R4 年度） 
到達 

成果 

指標 

相談したり、助けてもらえる人が身近にいると思っ

ている市民の割合※２ 

86.2％ 

（H29 年度） 
87.4％ 

84.6％ 

（R5 年度） 
未達 

成果 

指標 
安心して子育てできる人の割合※３ 

77.6％ 

（H29 年度） 
90％ 

76.1％ 

（R4 年度） 
未達 

成果 

指標 

１年以内に死にたいと考えたことがある人の割合

※２ 

6.5％ 

（H31 年度） 
減少 

7.5％ 

（R5 年度） 
未達 

基本施策５ 子ども・若者の自殺対策の推進 

活動 

指標 
スクールソーシャルワーカー＊の配置校 

中学校 10 校 

（H30 年度） 

中学校 17 校 

義務教育学校 

１校 

全中学校
17 校区、

義務教育学
校１校区に

配置 
（R4 年度） 

到達 

活動 

指標 
教育相談件数 

来所 1,671 件 

電話 397 件 

（H29 年度） 

継続実施 

来所
1,232 件 

電話 
731 回 
（R4 年度） 

到達 

成果 

指標 

悩みを相談できる相手がいる児童、生徒の割合 

※4 

小学生 82％ 

中学生 73.7％ 

高校生 78.1％ 

（H25 年度） 

小学生 90％ 

中学生 85％ 

高校生 85％ 

 

小学生
85.5％ 
中学生
82.4％ 
高校生
76.2％ 
（H30 年度） 

― 

重点施策１ ゲートキーパー養成を更に推進 

活動 

指標 

市職員・専門職のゲートキーパー研修受講者数 

【再掲】 

1,625 人 
（H22 年度～H30 年

10 月末までの累計） 
増加 

2,389 人 

（H22 年度～R5

年 3 月末までの

累計） 

到達 

活動 

指標 

市民を対象としたゲートキーパー研修受講者数 

【再掲】 

275 人 
（H22 年度～H30 年

10 月末までの累計） 
増加 

469 人 
（H22 年度～R5

年 3 月末までの

累計） 

到達 

重点施策２ 高齢者の自殺対策の推進 

成果 

指標 
60 歳以上の自殺死亡率の減少※５ 

24.1 
（H24 年～H28 年 

平均） 
20.2 

20.4 
（H29 年～R3

年平均） 
未達 

成果 

指標 

高齢者が住み慣れた地域で充実した生活を送れて

いると思っている市民の割合※２ 
57.1％ 
（H29 年度） 

58.5％ 
53.7％ 

（R5 年度） 
未達 

  



 

21 

区
分 項目 

計画策定時の 

現状値 

計画策定時の 

目標値 

（令和５年度） 

現状値 
評

価 

重点施策３ 生活困窮者支援と自殺対策の連携強化 

活動 

指標 
生活困窮者自立支援制度相談件数（延べ） 

1,700 件 

（H29 年度） 
継続実施 

508 件 

（R4 年度） 
到達 

活動 

指標 

ひきこもりに関する相談件数（来所・訪問・電話 

相談） 

140 件 

（H29 年度） 
168 件 

４８２件 

（R4 年度） 
到達 

活動 

指標 
「つなぐシート」の活用※６ 未実施 実施 

実施（６名） 

（R4 年度） 
到達 

重点施策４ 児童生徒の SOS の出し方に関する教育の推進 

活動 

指標 
SOS の出し方に関する教育の実施 未実施 実施 

実施 

（R4 年度） 
到達 

活動 

指標 

スクールソーシャルワーカーの配置校 

【再掲】 

中学校 10 校 

（H30 年度） 

中学校 17 校 

義務教育学校 

１校 

全中学校

17 校区、

義務教育学

校１校区に

配置 

（R4 年度） 

到達 

成果 

指標 

悩みを相談できる相手がいる児童、生徒の割合 

【再掲】※4 

小学生 82％ 

中学生 73.7％ 

高校生 78.1％ 

（H25 年度） 

小学生 90％ 

中学生 85％ 

高校生 85％ 

 

小学生

85.5％ 

中学生

82.4％ 

高校生

76.2％ 

（H30 年度） 

― 

※1 インターネットモニターアンケート調査 

※2 市政世論調査 

※3 乳幼児健康診査アンケート 

※4 子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査（令和５年度実施予定） 

※5 和歌山市人口動態統計報告書 

※６ 庁内連携をスムーズにするための相談概要を記載した紹介票 
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第４章 自殺対策の基本理念・基本方針 

１ 基本理念 

本市では、自殺総合対策大綱の基本理念である「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実

現」と、自殺対策を「生きることの包括的な支援」として総合的に推進するため、前計画に引き続き、

「いのち支える自殺対策計画」という理念を前面に打ち出し、「誰も自殺に追い込まれることのない、

いのち支える和歌山市の実現」をめざすことを基本理念とします。 

 

 

２ 基本方針 

また、本市では、基本理念と同様に、自殺総合対策大綱を踏まえ、以下の６点を自殺対策におけ

る基本方針とします。 

 

（１）生きることの包括的な支援として推進する 

人間は、他者や社会とのかかわりの中で生きる存在であり、自己肯定感や信頼できる人間関係、

危機回避能力等の「生きることの促進要因（自殺に対する保護要因）」が非常に重要な役割を果た

します。しかし、人生の様々な場面において、「生きることの阻害要因」の比重が高まったとき、自殺

のリスクが高まるとされています。 

このため、自殺対策は個人においても地域においても、「生きることの促進要因」を増やす取組と

ともに、「生きることの阻害要因」を減らす取組を行い、双方の取組を通じて、自殺リスクを低下させ

る方向で推進する必要があります。この考え方は、「誰一人取り残さない」持続可能でよりよい社会

をめざす SDGｓの理念と合致し、自殺対策は、ＳＤＧｓ達成に向けた取組としての意義も持ち合わ

せています。 

 

（２）関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む 

「誰も自殺に追い込まれることのない、いのち支える和歌山市」の実現をめざすには、精神保健

の視点のみならず、社会・経済的な視点を含んだ様々な取組が重要です。そういった取組を包括的

に実施していくには、様々な分野との連携強化が必要です。 

自殺のリスク要因となり得る生活困窮、孤独・孤立、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性的マ

イノリティ＊等、関連する分野の関係者や組織等が連携して取組を展開していくとともに、こうした

連携をさらに効果的に進めるため、様々な分野の生きる支援に携わる関係者が、「自殺対策の一翼

を担っている」という意識を共有することが重要です。  

誰も自殺に追い込まれることのない、いのち支える和歌山市の実現 
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重層的支援体制整備事業の実施など地域共生社会の実現に向けた取り組み、生活困窮者自立

支援制度などとの連携を推進し、各種施策との連動性を高め、誰もが安心して住み続けられるまち

づくりに向け、総合的に取り組みます。 

 

（３）対応の段階に応じたレベルごとの対策を効果的に連動させる 

自殺対策に関する個別の施策は、以下の３つのレベルに分けて考え、これらを有機的に連動させ

ることで、総合的に推進します。 
 

１ 個々人の問題解決に取り組む相談支援を行う「対人支援のレベル」 

２ 問題を複合的に抱える人に対して包括的な支援を行うための関係機関等による実務連携など

の「地域連携のレベル」 

３ 法律、大綱、計画等の枠組みの整備や修正に関わる「社会制度のレベル」 
 

＜図 15＞三階層自殺対策モデル（TIS モデル） 

 
資料：厚生労働省「地域自殺対策計画」策定・見直しの手引 

 

また、自殺対策に関する３つのレベルの個別の施策は、以下の段階ごとに効果的な施策を行う必

要があります。 
 

１ 事前対応：心身の健康の保持増進についての取組、自殺や精神疾患等についての正しい知識の

普及啓発等自殺の危険性が低い段階で対応を行うこと 

２ 自殺発生の危機対応：現に起こりつつある自殺発生の危険に介入し、自殺を発生させないこと 

３ 事後対応：自殺や自殺未遂が生じた場合に家族や職場の同僚等に与える影響を最小限とし、新

たな自殺を発生させないこと、そして発生当初から継続的に遺族等にも支援を行うこと 
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そして、前述の「事前対応」の「更に前段階」での取組をさらに進めていく必要があります。子ども

たちが、命や暮らしの危機に直面したとき、誰にどうやって助けを求めればよいかの具体的かつ実

践的な方法を学ぶと同時に、辛いときや苦しいときには助けを求めてもよいということを学ぶ教育

（ＳＯＳの出し方に関する教育）を推進します。問題の整理や対処方法を身に付けることが「生きるこ

との促進要因（自殺に対する保護要因）」となり、その後に直面する問題に対処する力、ライフスキル

を身に付けることにもつながると考えられます。 

 

（４）実践と啓発を両輪として推進する 

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」ですが、危機に陥った人の心情や

背景が十分に理解されにくい現状があります。そうした心情や背景への理解を深めることも含めて、

危機に陥った場合には、一人で抱え込まずに、誰かに援助を求めることが重要であることが市民全

体の共通認識となるように、普及啓発を積極的に行います。 

すべての市民が、身近にいるかもしれない自殺を考えている人のサインに気づき、声をかけ、必

要な支援につなげ、見守ることのできるゲートキーパーの養成を行います。併せてメンタルヘルスや

精神疾患の理解促進を図るため、広報活動、教育活動等に取り組みます。 

加えて、自殺に対する誤った認識や偏見によって、遺族等が悩みや苦しさを打ち明けづらい状況

が作られるだけでなく、支援者等による遺族等への支援の妨げにもなっていることから、自殺に対

する偏見を払拭し、正しい理解を促進する啓発活動に取り組みます。 

 

（５）関係者の役割の明確化と連携・協働を推進する 

「誰も自殺に追い込まれることのない、いのち支える和歌山市」の実現のためには、市職員だけで

なく、関係機関、関連団体、企業及び事業所、そして何より市民一人ひとりが自殺対策の視点を持

って連携と協働を進めることが必要です。 

そのため、庁内のみならず関係団体の相談窓口及び相談者の抱える課題に対応する制度や事

業を担う支援機関との有機的な連携をさらに深め、「生きることの包括的支援」を実施するため、地

域におけるネットワーク強化を図り、それぞれが果たすべき役割を明確化、共有化した上で、一体と

なって自殺対策を推進していきます。 

 

（６）自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する 

自殺対策にあたっては、自殺者及び自殺未遂者、それらの人の親族等の名誉と生活の平穏に十

分配慮し、不当に侵害することのないよう、このことを認識して対策に取り組みます。 
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第５章 自殺対策における取組 

１ 施策体系 

本市の自殺対策は、大きく３つの施策体系で構成します。国の示している「地域自殺対策政策パ

ッケージ＊」において、すべての市町村が共通して取り組むべきとされている「基本施策」、本市の自

殺の特徴や現状の課題に即した「重点施策」、市民の生活を支える「生きる支援の関連施策」の３つ

です。 

「基本施策」は「地域におけるネットワークの強化」、「自殺対策を支える人材の育成」、「住民への

啓発と周知」、「自殺未遂者等への支援の充実」、「自死遺族等への支援の充実」、「児童生徒のＳO

Ｓの出し方に関する教育」と、自殺対策を推進する上で欠かすことのできない基盤の取組です。そ

のため、すべてのライフステージに応じた生きることの包括的な支援が欠かせない取組であり、分

野的にも「実践」と「啓発」の両方を網羅した幅広い内容となっています。 

また、「重点施策」は、本市の自殺の特徴や現状の自殺対策の取組から抽出し、「高齢者の自殺

対策の推進」、「勤務問題に関わる自殺対策の推進」、「生活困窮者への支援の充実」、「子ども・若

者の生きる支援の推進」の４つを重点施策としました。 

加えて、「生きる支援の関連施策」は、本市において既に展開されている様々な事業を、いのち支

える自殺対策と連携して推進する施策群です。 

このように施策の体系を定めることで、本市の自殺対策を「生きることの包括的な支援」として総

合的に推進します。 
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＜図 16＞第２期和歌山市いのち支える自殺対策計画の施策体系 
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２ 基本施策 

（１）地域におけるネットワークの強化 

自殺対策を総合的に推進するためには、保健、医療、福祉、教育、労働その他様々な分野の施策

をはじめ、支援に携わる人々や組織が密接に連携する必要があります。 

そのため、和歌山市いのち支える自殺対策推進協議会等の開催により連携を推進するとともに、

関連施策との有機的な連携をさらに深め、「生きることの包括的な支援」を実施するため、地域にお

けるネットワークの強化を図ります。 

 

 

○ 和歌山市いのち支える自殺対策推進協議会（保健対策課） 

○ 和歌山市いのち支える自殺対策庁内連絡会議（保健対策課） 

○ 重層的支援体制整備事業（高齢者・地域福祉課） 

○ 和歌山市 G－P ネット定着促進会議（保健対策課） 

○ 和歌山保健医療圏地域・職域連携推進協議会（地域保健課） 

○ 子ども家庭総合支援拠点事業（こども総合支援センター） 

○ 青少年問題協議会事業（青少年課） 

○ 和歌山市いじめ・不登校問題に関する検討委員会（子ども支援センター・学校支援課） 

 

 

 

◆活動指標 

項 目 現状値 
目標値 

（令和１０年度） 

和歌山市いのち支える自殺対策推進協議会の開催回数 
1 回 

(R4 年度) 
1 回以上 

和歌山市いのち支える自殺対策庁内連絡会議の開催回数 
1 回 

(R4 年度) 
1 回以上 

 

◆成果指標 

項 目 現状値 
目標値 

（令和１０年度） 

和歌山市 G-P ネット利用報告件数 
465 件 
(R4 年度) 

継続実施 

 

  

主な事業・取組 

指標・目標値 
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■社会福祉法人 和歌山市社会福祉協議会 

「住み慣れた地域で、気心知れた人たちと安心して暮らしていきたい。」そんな誰もが持つ

共通の願いを実現するために、和歌山市社会福祉協議会では地域住民や福祉関係機関・

団体、またボランティアに携わる方々の協力のもと、各地でふれあいのまちづくりを推進す

るなど、地域福祉の充実に向けた取組を行っています。 
 

【福祉総合相談】 

「福祉に関連する問題を抱えるが、どこに相談してよいのかわからない」、「家庭の中に

複数の問題があり、家族を包括的に支援する必要がある」等、和歌山市在住の本人、家

族、地域住民、福祉関係からの相談を受け付けています。 

○電話相談受付：０７３－４２２－２０８１ 

月曜日～金曜日（土日祝日、年末年始除く） 

９時～１１時、１３時３０分～１５時３０分 

○来所相談 

事前に電話で予約をお願いします。 

電話：０７３－４２２－２０８１ 

○LINE 相談 

「福祉に関する相談について」、「直接電話で話しにくい」、「どこに相

談したらいいかわからない」等、LINE 相談を受け付けています。匿名で

も構いません。 

相談時間：平日（土日祝日、年末年始を除く）の８時３０分～１７時１５分 

 

【多機関協働による地域福祉推進事業（重層的支援体制整備事業）】 

地域住民の介護、障がい、子ども、生活困窮などの複雑化した支援ニーズに対応する

丸ごと受け止める支援体制を整備し、住民、行政、支援機関等の相互協力による相談支

援・参加支援・地域づくり事業を一体的に実施する「重層的支援体制整備事業」におい

て、関係機関とのネットワークを生かし、地域住民が抱える複合的な問題や、既存の支援

体制の狭間にある問題などの解決に向けた取組を行います。 

お問い合わせ先：地域福祉推進室 生活支援班 

電話：０７３－４２２－２０８１ 
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（２）自殺対策を支える人材の育成 

「生きることの包括的な支援」に関わる支援者等に対して、ゲートキーパー研修など、自殺対策に

関する研修等を実施します。 

また、周囲の方が自殺の危険を示すサインに気づき、適切に行動できるよう、必要な基礎的知識

の普及を図ります。 

 

 

○ 市職員向けゲートキーパー研修（職員研修所・保健対策課） 

○ 専門職向け・市民向けゲートキーパー研修（保健対策課） 

○ 職員出前講座（保健対策課） 

○ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築（保健対策課） 

○ 教員研修事業（基本研修、専門研修など）（学校支援課） 

○ 和歌山市ブロック人権教育研究会事業（学校支援課） 

 

 

◆活動指標 

項 目 現状値 
目標値 

（令和１０年度） 

市職員のゲートキーパー研修受講者数 

1,257 名 

(H22 年度～R4 年

度末までの累計) 
増加 

ゲートキーパー研修受講者数 
➀専門職向け、②市民向け 

➀1,132 名 
②469 名 

(H22 年度～R4 年

度末までの累計) 

増加 

 

◆成果指標 

項 目 現状値 
目標値 

（令和１０年度） 

ゲートキーパーという言葉を聞いたことがある人の割合 
23.7％ 

(R5 年度) 
33% 

※インターネットモニターアンケート調査 

  

主な事業・取組 

指標・目標値 
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■特定非営利活動法人 心の SOS サポートネット 

心の SOS サポートネットは、２０１１年に法人を設立し、これまで、県内各地で自死予防に

関する普及啓発と人材養成活動を行ってきました。 

いのち・大切キャンペーンなどのイベントでは、講演会、トークショーや音楽会、映画上映な

ど様々な形での普及啓発を行い、心のシグナルに気付ける人や地域を育て、自死予防のネ

ットワークの拡大や心の健康の増進に貢献する活動を続けています。 

また、人材養成では、こころの安全パトロール隊員（ゲートキーパー）養成講座を開催し、

自ら命を絶たんとする人に寄り添うゲートキーパーとしての役割を果たす人材の養成などを

行っています。養成講座（ベーシックコース・アドバンスコース・特別篇・若年向け）の開催は

累計７０回を超え、こころの安全パトロール隊員は県内で１５００人を超えました。 

これからも、「心のやまい」を正しく知り、体の健康と共に、心の健康も大切にすることをめ

ざし、様々な活動を続けていきます。あなたも、自分が出来ることを見つけませんか？ 

 

詳しくはホームページをご覧ください。 

特定非営利活動法人 心の SOS サポートネット （https://cocosapo.net） 
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（３）住民への啓発と周知 

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」ですが、危機に陥った人の心情や

背景が十分に理解されにくい現状です。自殺や精神疾患を正しく理解するとともに、危機に陥った

場合には一人で抱え込まずに、誰かに援助を求めることが適切であることの理解を促進します。 

 

 

○ 啓発活動の推進及び情報提供の充実（広報広聴課・保健対策課） 

○ 地域自殺対策強化事業（若年層対策事業）（保健対策課） 

○ 地域自殺対策強化事業（普及啓発事業）（保健対策課） 

○ 精神保健福祉市民講座（保健対策課） 

○ 職員出前講座（保健対策課） 

○ 自死遺族等への支援の充実（保健対策課） 

○ 図書館管理運営事業（読書活動推進課） 

 

 

◆活動指標 

項 目 現状値 
目標値 

（令和１０年度） 

広報紙、ＳＮＳ＊等で情報を発信した回数 

広報紙：１件 
SNS：14 件 

(R4 年度) 

広報紙：１件 
SNS：15 件 

地域自殺対策強化事業における街頭啓発の啓発物配布数 
1,000 部 
(R4 年度) 

継続実施 

 

◆成果指標 

項 目 現状値 
目標値 

（令和１０年度） 

自殺は社会的に取り組むべき問題と考える人の割合 
89.9% 

（R５年度） 
93.3% 

ゲートキーパーという言葉を聞いたことがある人の割合 
【再掲】 

23.7％ 

(R5 年度) 
33% 

※インターネットモニターアンケート調査 

 

 

  

主な事業・取組 

指標・目標値 
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（４）自殺未遂者等への支援の充実 

自殺未遂者は再び自殺を図るリスクがあり、自殺未遂者への支援は重要です。「生きることの阻

害要因」を減らし、自己肯定感を高めて「生きることの促進要因」を増やすように支援するとともに、

自殺未遂者を身近で支える家族等の支援者への支援も重要です。精神保健福祉による相談や、

様々な関係機関との連携強化を図ることで、自殺未遂者等への支援を強化します。 

 

 

○ 自殺未遂者支援事業（保健対策課） 

○ 精神保健福祉相談（保健対策課） 

○ うつ病夜間相談（保健対策課） 

○ 精神障害者アウトリーチ事業（保健対策課） 

○ 重層的支援体制整備事業（高齢者・地域福祉課） 

○ 救急出動統計業務（警防課） 

○ 通信指令業務（指令課） 

 

 

◆活動指標 

項 目 現状値 
目標値 

（令和１０年度） 

精神保健福祉相談件数 
7,266 件 
(R4 年度) 

継続実施 

自殺未遂者支援事業連携会議開催回数 
2 回 

(R4 年度) 
継続実施 

重層的支援体制整備事業において多機関協働事業として受付
した相談件数 

50 件 
(R4 年度) 

継続実施 

 

◆成果指標 

項 目 現状値 
目標値 

（令和１０年度） 

相談したり、助けてもらえる人が身近にいると思っている 
市民の割合 

84.6% 

（R５年度） 
87.4% 

１年以内に死にたいと考えたことがある人の割合 
7.5% 

（R5 年度） 
減少 

※市政世論調査 

 

  

主な事業・取組 

指標・目標値 
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■社会福祉法人 和歌山いのちの電話協会 

「いのちの電話」の活動は、１９５３年に英国で始まった自殺予防のための電話相談に端を

発しています。 

和歌山いのちの電話協会では、訓練を受けたボランティア相談員が、さまざまな悩みや心

の危機に直面しながら、身近に相談できる相手がなく、孤立や不安に苦しみ悩んでいる人た

ちから電話を受け、その苦しみが少しでも軽くなるよう心の支えになろうと努める活動を行っ

ています。また自殺予防に関する普及啓発活動やネットワークづくりにも精力的に取り組ん

でいます。 

【相談電話】 

 ０７３－４２４－５０００（年中無休） 

 毎日１０時～２２時 

【自殺予防フリーダイヤル】 

 ０１２０－７８３－５５６（通話料無料） 

 毎日１６時～２１時、毎月１０日は８：００から翌日８：００ 
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■わかちあいの会和歌山「うめの花」 

大切な人を自死で喪う辛さは、言葉ではいいあらわせません。 

遺された人は、悲しみや自責感、絶望感など、さまざまな思いに心が揺れ動き、苦しい思

いをひとりで抱え込んでしまいがちです。 

わかちあいの会和歌山「うめの花」では、自死遺族の方同士が安心して語り合うことがで

きる会を開催しています。また、個別のご相談の時間も設けています。 

おひとりで抱え込まずにご参加、ご相談ください。 

 

〇わかちあいの会（交流会） 大切な人を自死で亡くされた方の交流会 

和歌山会場：和歌山県精神保健福祉センター 

 

〇自死遺族相談 大切な人を自死で亡くされた方の個別相談 

 

日程等についてはお問い合わせください。 

問合せ・予約  平日 9:00～17:45 

   和歌山県精神保健福祉センター 073-435-5194 

（５）自死遺族等への支援の充実 

身近な人や大切な人を亡くした自死遺族は、偏見や誤解を心配して孤立しやすく、様々なこころ

の問題を引き起こすことがあることから、精神保健福祉による相談を行うとともに、遺族の方が集え

る場や、その時々に必要な情報へつながることのできる情報提供を進めます。 

 

 

○ 精神保健福祉相談（保健対策課） 

○ うつ病夜間相談（保健対策課） 

○ 自死遺族等への支援の充実（保健対策課） 

 

 

◆活動指標 

項 目 現状値 
目標値 

（令和１０年度） 

自死遺族等への相談窓口の周知 
未実施 

(R4 年度) 
実施 

 

 

  

主な事業・取組 

指標・目標値 
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（６）児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

支援が必要な子ども・若者は、支援が必要なことを自覚できないなど、周囲に SOS を発すること

が困難であったり、またＳＯＳを発しても周囲がそのＳＯＳを受け取れていないことがあります。 

児童生徒に対し、誰にどうやって助けを求めればよいかを具体的かつ実践的に学ぶ「ＳＯＳの出

し方教育」の実施をさらに推進するとともに、教職員等に対し、児童生徒からのＳＯＳの受け止め方

に関する研修を実施します。 

 

 

○ SOS の出し方に関する教育の実施（学校支援課） 

○ 教員研修事業（基本研修、専門研修など）（学校支援課） 

○ 地域自殺対策強化事業（若年層対策事業）（保健対策課） 

○ スクールカウンセラー＊の配置（子ども支援センター・学校支援課） 

○ スクールソーシャルワーカーの配置（子ども支援センター・学校支援課） 

○ 教育相談活動事業（子ども支援センター・学校支援課） 

 

 

◆活動指標 

項 目 現状値 
目標値 

（令和１０年度） 

教員研修事業における研修実施回数 
1 回 

(R4 年度) 
3 回 

教育相談活動事業における相談件数（来所） 
283 件 
(R4 年度) 

継続実施 

SOS の出し方に関する教育の実施 

小学校：51 校 

中学校：18 校 
義務教育学校：１校 

(R4 年度) 

継続実施 

 

◆成果指標 

項 目 現状値 
目標値 

（令和１０年度） 

悩みを相談できる相手がいる児童、生徒の割合 
➀小学生、②中学生、③高校生 

➀85.5% 
②82.4% 
③76.2% 
（H30 年度） 

R６年度に 
目標値設定 

※ 和歌山市「子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査」。R５年度に調査実施予定のため、R６年度に目標値設定

予定。 

  

主な事業・取組 

指標・目標値 
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３ 重点施策 

（１）高齢者の自殺対策の推進 

高齢者は加齢に伴う体力の低下や疾病等の身体的要因、活動意欲の低下等の心理的要因、退

職など人との関わり等の社会・環境要因により、閉じこもりや抑うつ状態になりやすく、孤独・孤立に

陥りやすいという特有の課題を抱えています。そういった課題を踏まえつつ、相談体制や地域での

見守り体制の充実など高齢者を包括的に支援する体制を推進します。 

 

 

○ 重層的支援体制整備事業（高齢者・地域福祉課） 

○ ふれあい収集事業（収集センター） 

○ 介護保険制度広報事業（介護保険課） 

○ 地域包括支援センター運営事業（地域包括支援課） 

○ 介護相談事業（介護保険課） 

○ 配食サービス事業（地域包括支援課） 

○ 一般介護予防事業（地域包括支援課） 

○ 高齢者虐待対応（高齢者・地域福祉課） 

 

 

◆活動指標 

項 目 現状値 
目標値 

（令和１０年度） 

地域包括支援センター運営事業相談件数 
16,388 件 

（R４年度） 
継続実施 

配食サービス事業利用回数 
268,203 回 

（R４年度） 
継続実施 

 

◆成果指標 

項 目 現状値 
目標値 

（令和１０年度） 

70 歳以上の自殺死亡率の減少 
20.2 

（H29～R3 年平均） 
16.9 

高齢者が住み慣れた地域で充実した生活を送ることができて
いると思っている市民の割合 

53.7% 

（R5 年度） 
58.5% 

 ※地域自殺実態プロファイル 

 ※市政世論調査 

  

主な事業・取組 

指標・目標値 
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（２）勤務問題に関わる自殺対策の推進 

勤務・経営の問題は、行政や地域の関係機関が連携し、相談体制を強化するとともに、事業主等

が理解を深め、勤務問題が起きにくい職場環境づくりを支援する必要があります。 

市民対象に、労働相談やうつ病夜間相談等を実施し、相談体制の充実・維持を図るとともに、事

業主等への普及啓発として人権啓発企業連絡会事業研修や、健康づくり職域リーダー養成講習会

等を開催します。また市職員には、長時間労働の是正やメンタルヘルス対策、ハラスメント相談、ス

トレスチェックなど職場環境改善の取組を行います。 

 

 

○ うつ病夜間相談（保健対策課） 

○ 雇用対策事業（労働相談窓口の設置）（産業政策課） 

○ 和歌山市人権啓発企業連絡会事業（産業政策課） 

○ 和歌山市保健医療圏地域・職域連携推進協議会（地域保健課） 

○ 健康づくり職域リーダー養成講習会（地域保健課） 

【市職員向け対策】 

○ 過重労働による健康障害の防止（人事課） 

○ 時間外勤務削減の取組（人事課） 

○ ハラスメント及びメンタルヘルス相談（人事課） 

○ 市職員のストレスチェック（職員厚生課） 

 

 

◆活動指標 

項 目 現状値 
目標値 

（令和１０年度） 

うつ病夜間相談実施回数 
12 回 

（R４年度） 
12 回 

雇用対策事業における労働相談件数 
357 件 
（R４年度） 

継続実施 

人権啓発企業連絡会事業研修会開催回数 
3 回 

（R４年度） 
3 回以上 

 

◆成果指標 

項 目 現状値 
目標値 

（令和１０年度） 

男性 40～59 歳有職同居者の自殺死亡率の減少 
20.2 

（H29～R3 年平均） 
16.9 

 ※地域自殺実態プロファイル 

主な事業・取組 

指標・目標値 
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■和歌山労働基準監督署 

個別労働関係紛争は、単に法令、判例を知らないことや、誤解に基づくものも多く、関連

情報を入手したり相談をすることにより、紛争を未然防止することができる場合があります。

このため、各都道府県労働局に総合労働相談コーナーを設け、総合労働相談員が労働問

題に関するあらゆる分野の相談について、ワンストップで対応します。 

【和歌山労働局 総合労働相談コーナー】 

 9 時 15 分～12 時  13 時～17 時 15 分 

 （毎週土・日曜日、祝日、年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日)は閉庁） 

 073-488-1020 

【和歌山総合労働相談コーナー】 

 8 時 30 分～17 時 15 分 

 （毎週土・日曜日、祝日、年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日)は閉庁） 

 073-407-2203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■和歌山市・海南地域産業保健センター 

労働者数５０人未満の小規模事業場では、法令上産業医の選任義務がないため、事業者

が独自に産業医を確保し、労働者に対する保健指導などの産業保健サービスを提供するこ

とが困難な状況にあります。このため、規模５０人未満の事業場とそこで働く労働者を対象

に、産業保健サービスを充実させることを目的として、地域産業保健センターが設けられて

います。 

・健康診断結果についての医師からの助言及び意見聴取 

・長時間労働者に対する医師による面接指導 

・高ストレス者の面接指導 

・メンタル不調の労働者に対する相談・指導 

月～金 ９時～１２時（年末年始、祝日除く） 

073-431-1119 
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資料：和歌山労働局「令和４年度 個別労働紛争解決制度等の利用状況」 
 (https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/content/contents/001532488.pdf)を加工して作成 

＜図 17＞総合労働相談及び個別労働紛争相談の推移 
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■和歌山商工会議所 

商工会議所は地域総合経済団体として地域の商工業の発展を図るとともに、それにより

社会一般の福祉の増進に資することを目的に活動する法律に基づいて設立された公共性

の高い法人です。 

和歌山県内には７つの商工会議所があり、中小企業・小規模事業者等の経営基盤の強化

をはじめ様々な事業を展開しています。 

「各種支援策について詳しく知りたい」「補助金を申請したい」「融資の返済等について相

談したい」等、安定した経営や労務問題に関することなどの相談に応じています。 

 

【経営相談窓口】 

 開設時間 午前９時～午後５時３０分（平日） 

【専門家による無料経営相談会（事前予約制）】 

 相談員：中小企業診断士・税理士等 

 日程等につきましてはお問い合わせください。 

 

和歌山商工会議所（和歌山市西汀丁 36） 

問合せ・予約 073‐422-1111 
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（３）生活困窮者への支援の充実 

生活困窮者は単に経済的な困窮にとどまらず、社会的孤立（ひきこもり等）や虐待、依存症など複

合的な課題を抱え、自殺リスクを抱えている人が少なくありません。 

経済や生活面などの支援を行い、関係機関等とも緊密に連携し、包括的な支援を行います。 

 

 

○ 生活困窮者自立支援事業（生活支援第２課） 

○ 生活保護扶助事業（生活支援第１課・第２課） 

○ 重層的支援体制整備事業（高齢者・地域福祉課） 

○ ひきこもり相談支援の充実（保健対策課） 

○ 市税徴収（納税課） 

○ 債権回収対策事業（債権回収対策課） 

○ 国民年金事業（国保年金課） 

○ 国民健康保険料収納対策事業（国保年金課） 

○ 健康管理支援事業（生活支援第２課） 

○ 収納率向上対策事業（住宅政策課） 

○ 水道料金等徴収業務（営業課） 

 

 

◆活動指標 

項 目 現状値 
目標値 

（令和１０年度） 

生活困窮者自立支援制度相談件数（延べ） 
508 件 
（R４年度） 

継続実施 

重層的支援体制整備事業において多機関協働事業として受付
した相談件数【再掲】 

50 件 
（R４年度） 

継続実施 

 

  

主な事業・取組 

指標・目標値 
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（４）子ども・若者の生きる支援の推進 

令和４年（２０２２年）において、全国で小中高生の自殺者数が過去最高となり大きな課題となっ

ています。 

本市では、いじめ・不登校に関連する事業、命を大切にする教育の推進、相談支援などを実施し

ており、今後も、子ども・若者に対して、ライフステージや立場（学校や社会とのつながりの有無等）

など、それぞれの置かれている状況に沿って「生きることの促進要因」を増やす取組を推進します。 

 

 

○ 青少年問題協議会事業（青少年課） 

○ 子ども・若者相談支援（青少年課） 

○ 不登校児童生徒の学校復帰支援事業（子ども支援センター・学校支援課） 

○ 赤ちゃんふれあいプロジェクト（学校支援課） 

○ 少年センター事業（街頭補導、相談、環境浄化、関係機関との連携など）（少年センター・学校

支援課） 

○ 和歌山市いじめ・不登校問題に関する検討委員会（子ども支援センター・学校支援課） 

○ スクールカウンセラーの配置（子ども支援センター・学校支援課） 

○ スクールソーシャルワーカーの配置（子ども支援センター・学校支援課） 

○ いじめなくそうデーの取組（子ども支援センター・学校支援課） 

 

 

◆活動指標 

項 目 現状値 
目標値 

（令和１０年度） 

青少年問題協議会の開催回数 
1 回 

（R４年度） 
1 回 

不登校児童生徒の学校復帰支援事業 
➀相談件数、②適応指導教室への通級人数 

①来所相談： 
283 件 

（延べ 1,063 件） 
電話相談： 
731 件 

②124 人 
（R４年度） 

継続実施 

 

◆成果指標 

項 目 現状値 
目標値 

（令和１０年度） 

若年層(20～39 歳)の自殺死亡率の減少 
17.8 

（H29～R3 年平均） 
14.9 

※地域自殺実態プロファイル 

  

主な事業・取組 

指標・目標値 
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■若者サポートステーション With You わかやま 

【若者サポートステーションわかやま】 

サポステでは 15 歳から 49 歳までの、無業で働くことに悩みをかかえている方のサポ

ートをしています。専門の相談員があなたのお話をお聴きして、あなたの“これから”を一

緒に考え、面談やさまざまなプログラムを通してあなたの就職を応援します。 

 平日 10 時～１８時（祝日・お盆・年末年始は除く） 

 073-427-3500 

【和歌山県若者総合相談 With You】 

和歌山県若者総合相談 With You は、若者とそのご家族のあらゆる相談のワンストッ

プ窓口です。必要に応じて適した支援機関をご案内いたします。 

 平日 10 時～１7 時（祝日・お盆・年末年始は除く） 

 073-428-0874 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 生きる支援の関連施策 

「生きる支援の関連施策」は、本市において市民の生活を支える様々な事業を、自殺対策の観点

からまとめたものです。「生きることの阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らし、「生きることの促進

要因（自殺に対する保護要因）」を増やす取組を、「生きることの包括的な支援」として全庁的に推進

します。 

 

 

○ 消費生活相談（市民生活課） 

○ 市民相談（市民生活課） 

○ 男女共生推進センターにおける相談事業（男女共生推進課） 

○ 性的マイノリティに関する理解増進事業（男女共生推進課） 

○ 人権相談（人権同和施策課） 

○ 妊産婦支援事業（地域保健課） 

○ 子育て世代包括支援センター業務（地域保健課） 

○ 相談支援事業（障害者支援課） 

○ 児童扶養手当制度（こども家庭課） 

○ 養育支援訪問事業（こども総合支援センター）  

主な事業・取組 
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■和歌山弁護士会 

【高齢者・障がい者あんしん電話相談】 

和歌山県内にお住いの高齢者（満65歳以上）・障がい者ご本人のための無料相談を実

施しています。ご家族や生活支援者（福祉関係者等）からのご相談にも応じています。 

 ０７３－４２５－４１６５（よいろうご） 

 相談申込受付時間 平日の１０時～１２時 １３時～１６時 

【夜間無料法律相談センター】 

借金に関する相談、労働者側の労働問題に関する相談 

 毎週金曜日 18 時～20 時 

 [電話予約制] 受付：平日 9 時～１２時 １３時～１７時 

 予約専用：073-422-5005 

 （相談日当日の 10 時までに予約をして下さい） 

■和歌山市断酒会友綱 

和歌山市断酒会友綱では、酒害に悩む方々やご家族に対し積極的な支援を行い、１日断

酒を続けるための断酒例会を市内各所で開催しています。断酒例会は、自身の酒害体験を

お互いに発表することにより、参加者に生きる糧や断酒に向けた誓いを確認しあえる自助の

場として、酒害に悩む方々の中心的な活動として欠かせない取組です。さらにアルコール依

存症関連の研修の開催や普及啓発活動を積極的に行っています。 

問合せ先 和歌山市断酒会友綱  担当：由良 090-9059-0918 

■法テラス和歌山 

「借金」「離婚」「相続」・・・さまざまな法的トラブルを抱えてしまったとき、「だれに相談すれ

ばいいの？」、「どんな解決方法があるの？」と、わからないことも多いはず。こうした問題解

決への「道案内」をするのが「法テラス」です。 

法テラスでは、利用者からの問合せ内容に応じて、法制度に関する情報と、相談機関・団

体等（弁護士会、司法書士会、地方公共団体の相談窓口等）に関する情報を無料で提供しま

す。 

また、経済的に余裕のない方などが法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、

必要な場合、弁護士・司法書士の費用等の立替えを行います。 

【法テラス和歌山】 

 0570-078340  平日９時～１７時 

【法テラスサポートダイヤル】 

 0570-078374  平日９時～２１時 土曜９時～１７時 
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第６章 計画の推進体制 

１ 庁内の推進体制 

本計画の推進に向け、「和歌山市いのち支える自殺対策庁内連絡会議」にて課題や問題を共有

し、全庁的な取組を推進していきます。 

 

 

２ 地域の各種団体との連携 

自殺対策の推進は、生きる支援についての取組であり、市民の理解や地域の協力が必要となり

ます。そのため、庁内だけでなく、保健・医療・福祉・教育・労働・司法・警察等の行政機関・関係機

関と連携しながら、地域住民への啓発を進め、計画の着実な推進を図ります。 

 

 

３ 国、県等との連携 

本計画の推進にあたっては、国及び県の動向を踏まえ、計画に基づく施策を着実に展開し、各種

の事業・取組を進めます。また、計画の推進に関連する人材育成等については、県と連携しながら

推進します。特に、国や県の自殺対策推進センターの動向等を把握しつつ、必要な場合は改善等に

努めます。 

 

 

４ 計画の進行管理 

本計画に基づく施策を確実に展開するため、

和歌山市いのち支える自殺対策推進協議会にお

いて 、計 画 の具体的 な取組状 況を 把握 し 、

PDCAサイクルの４段階を推進し、計画の確実な

実施を図り、評価・改善を行います。 
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資料編 

１ 第２期和歌山市いのち支える自殺対策計画掲載事業活動指標一覧 

現状値：令和４年度（2022 年度）、目標値：令和１０年度（2028 年度）を表記。 

（１）基本施策 

基本施策１ 地域におけるネットワークの強化 

事業名・取組 地域フロンティアセンター事業 担当 自治振興課 

事業内容 
様々なボランティア団体の活動を支援し、活発化を図ることで、参加者の生きがいづくりの場と

なるよう取り組みます。 

活動指標 地域フロンティアセンター利用実績（延べ人数） 
現状値 目標値 

14,267 人 継続実施 
 

事業名・取組 和歌山市いのち支える自殺対策推進協議会 担当 保健対策課 

事業内容 
本市の自殺の実態を踏まえた自殺対策計画を専門的見地から協議し、効果的に自殺対策を推

進するための協議会を開催します。 

活動指標 協議会の開催回数 
現状値 目標値 

１回 １回以上 
 

事業名・取組 和歌山市いのち支える自殺対策庁内連絡会議 担当 保健対策課 

事業内容 
市民のかけがえのないいのちを守り、全庁で「生きることの包括的支援」に横断的に取り組むた

めに、庁内での連絡調整会議を開催します。 

活動指標 庁内連絡会議の開催回数 
現状値 目標値 

１回 １回以上 
 

事業名・取組 和歌山市 G－P ネット定着促進会議 担当 保健対策課 

事業内容 
一般診療科医と精神科医が連携し、うつ病患者を早期発見・早期治療につなげるための GーP

ネット（一般診療科医と精神科医の連携システム）の定着を図ります。 

活動指標 定着促進会議の開催回数 
現状値 目標値 

１回 １回以上 
 

事業名・取組 自殺未遂者支援事業 担当 保健対策課 

事業内容 
三次救急医療機関＊から情報提供があった自殺未遂者に対し、ご本人やご家族の希望に沿って

支援を行います。また関係機関との連携会議を開催し、ネットワークの強化を図ります。 

活動指標 
①情報提供件数 

②連携会議開催回数 

現状値 目標値 

①４６件 
②２回 

①継続実施 
②継続実施 
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事業名・取組 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 担当 保健対策課 

事業内容 

精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが地域の一員として安心して自分らしく生活できる

よう、医療・保健、障害福祉・介護、住まい、社会参加・地域の助け合い・教育などが包括的に確保

された「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築をめざし、関係機関やピアサポータ

ー＊等と地域の課題解決に向けた協議や普及啓発を行います。 

活動指標 協議の場の開催回数 
現状値 目標値 

6 回 6 回 
 

事業名・取組 和歌山保健医療圏地域・職域連携推進協議会 担当 地域保健課 

事業内容 
生涯を通じた継続的な健康管理の支援体制を整備するため、地域保健・職域保健が連携し、情

報の共有化、連携した保健事業を推進します。 

活動指標 推進協議会の開催数 
現状値 目標値 

１回 １回以上 
 

事業名・取組 健康わかやま 21 推進事業 担当 地域保健課 

事業内容 
健康わかやま 21 推進協議会の開催、健康増進計画「健康わかやま 21」策定を行い、計画に基

づく取組状況について共有を図り、市民の健康づくりを推進します。 

活動指標 健康わかやま 21 推進協議会開催回数 
現状値 目標値 

１回 １回以上 
 

事業名・取組 民生委員・児童委員相談業務 担当 高齢者・地域福祉課 

事業内容 

友愛訪問＊や見守り活動を通じて、地域の最も身近な相談相手として、地域住民からの相談に

応じます。また、地域で問題を抱えている人の変化に気づき、適切な相談機関につなぐ支援を行

います。 

活動指標 訪問件数 
現状値 目標値 

34,456 件 継続実施 
 

事業名・取組 地域見守り協力員支援事業 担当 高齢者・地域福祉課 

事業内容 
地域の見守り協力員による見守りや声かけ等を通じ、高齢者の異変に気付き、必要な行政サー

ビスの支援を行います。 

活動指標 見守り協力員数 
現状値 目標値 

468 人 1,462 人 
 

事業名・取組 和歌山市地域福祉計画の策定 担当 高齢者・地域福祉課 

事業内容 
地域福祉と一体的に展開することが必要な自殺対策について、地域福祉計画にも位置づけ包括

的に取り組みます。 

活動指標 和歌山市地域福祉計画推進協議会の開催回数 
現状値 目標値 

１回 １回以上 
 

事業名・取組 重層的支援体制整備事業 担当 高齢者・地域福祉課 

事業内容 

地域住民の複雑化・複合化した問題に対し、地域住民同士や行政、支援機関等が相互に協力し

課題解決につなげることができるような仕組みづくりのために、対象者の属性を問わない相談支

援、多様な参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に行います。 

活動指標 多機関協働事業として受付した相談件数 
現状値 目標値 

50 件 継続実施 
 
  



 

47 

事業名・取組 障害者計画等策定事業 担当 障害者支援課 

事業内容 
障害者福祉と一体的に展開することが必要な自殺対策について、障害者計画と連動するよう包

括的に取り組みます。 

活動指標 策定委員会の開催回数 
現状値 目標値 

１回 １回以上 
 

事業名・取組 自立支援協議会事業 担当 障害者支援課 

事業内容 

自立支援協議会の全体会、定例会、専門部会、運営会議の各会議において、研修、事例検討、地

域課題の共有と検討を行い、地域の機関のネットワークづくり、情報交換による各々の資質の向

上、障害福祉サービスの施策の提言に向けた取組による制度や資源の充実を図ります。 

活動指標 自立支援協議会の開催回数 
現状値 目標値 

34 回 継続実施 
 

事業名・取組 障害者差別解消推進事業 担当 障害者支援課 

事業内容 

①Ｍｙコミュニケーションカードの作成・配付 

②ＭｙコミュニケーションカードイラストのＨＰへの掲載 

③ヘルプマーク啓発ポスターの作成・掲示依頼 

④ヘルプマーク配付 

⑤ヘルプカード作成・配付 

⑥障害の理解を深めるポスターコンクール開催 

⑦障害の理解を深めるポスター作成・掲示依頼 

⑧障害者週間啓発事業として本庁１階市民ギャラリーに当事者が描いた絵等を展示 

⑨自閉症啓発リーフレット作成・配布 

⑩自閉症啓発和歌山城ブルーライトアップ 

⑪YouTube へ和歌山市手話動画の掲載 

⑫YouTube へ和歌山市手話観光案内の掲載等 

を実施することで、障害者への理解や差別の解消を推進します。また、差別事案について統括的

に和歌山市障害者差別解消調整委員会で話し合っていきます。 

活動指標 障害者差別解消調整委員会の開催回数 
現状値 目標値 

２回 １回以上 
 

事業名・取組 要保護児童対策地域協議会事業 担当 
こども総合支援

センター 

事業内容 
虐待を受けている、又は受けている疑いのある子供の早期発見や継続的な見守り、適切な保護

を図るための事例検討を行うとともに関係機関との連携強化を図ります。 

活動指標 

①代表者会議開催回数 

②責任者会議開催回数 

➂サポート連絡会議開催回数 

④個別ケース検討会議開催回数 

現状値 目標値 

①１回 
②２回 
➂12 回 
④115 回 

①１回 
②２回 
➂12 回 
④90 回 
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事業名・取組 子ども家庭総合支援拠点事業 担当 
こども総合支援

センター 

事業内容 

子ども家庭総合支援拠点として、こども総合支援センターの機能を更に強化するため関係機関

との連携強化や啓発活動、支援体制の構築など児童虐待の未然防止・早期対応・継続支援に取り

組みます。 

活動指標 

①ヤングケアラー＊事業 

②前向き子育て事業 

➂子育て短期支援事業 

④子支援プログラム 

⑤子ども見守り連携会議 

現状値 目標値 

①講演会１回、 

研修会１回 

②グループワーク 

３回 

➂ショートステイ

405 日、 

トワイライトステイ 

７日 

④12 か所 

⑤令和５年度新規 

事業 

①講演会１回、 

研修会３回 

②講演会３回、 

グループワーク 

３回 

➂ショートステイ 

630 日、 

トワイライトステイ 

210 日 

④12 か所 

⑤36 回  

事業名・取組 青少年問題協議会事業 担当 青少年課 

事業内容 
青少年問題協議会を開催し、協議会において、少年非行、少年犯罪、児童虐待等に関する情報共

有を図り、青少年問題の解決のための関係諸機関の連携を図ります。 

活動指標 青少年問題協議会の開催回数 
現状値 目標値 

１回 １回 
 

事業名・取組 子ども・若者相談支援 担当 青少年課 

事業内容 

和歌山市子ども・若者支援庁内連絡会議により、関係各課の連携を密にするとともに、「若者サ

ポートステーションわかやま」の周知に努め、各課の若年層の就労対策の情報共有と連携を図りま

す。 

活動指標 和歌山市子ども・若者支援庁内連絡会議の開催回数 
現状値 目標値 

中止 １回 
 

事業名・取組 和歌山市いじめ・不登校問題に関する検討委員会 担当 
子ども支援センター 

学校支援課 

事業内容 

教育に関係する団体及び機関の代表、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、教

員等で構成し、それぞれの立場から不登校やいじめ問題について意見を聞くことにより、児童生

徒のいのちを守る取組を推進します。また、保護者や教職員向けのリーフレットを作成・配布し、児

童生徒には相談窓口を記載したカードを配布するなど、普及啓発を実施します。 

活動指標 検討委員会の開催回数 
現状値 目標値 

２回 ２回 

 

基本施策２ 自殺対策を支える人材の育成 

事業名・取組 市職員向けゲートキーパー研修 担当 
職員研修所 

保健対策課 

事業内容 

窓口における各種相談対応や、税金・保険料等の徴収業務の際に、自殺のリスクを抱えた市民を

早期に発見し、支援へとつなぐ役割を担える人材育成をするため、市職員へのゲートキーパー研

修を行います。 

活動指標 市職員のゲートキーパー研修受講者数 

現状値 目標値 

1,257 人 
（平成２２年度 

から令和４年度末

までの累計） 

増加 

 
  



 

49 

事業名・取組 専門職向け・市民向けゲートキーパー研修 担当 保健対策課 

事業内容 教職員や対人援助職等の専門職、市民を対象に、出前講座等でゲートキーパー研修を行います。 

活動指標 研修受講者数 

現状値 目標値 

専門職向け 
1,132 人 

市民向け 
469 人 

（平成２２年度 

から令和４年度末

までの累計） 

増加 

 

事業名・取組 職員出前講座 担当 保健対策課 

事業内容 
精神障害について、ストレスについて、依存症についてなどこころの健康に関する職員出前講座

を開催します。 

活動指標 受講者数 
現状値 目標値 

139 人 継続実施 
 

事業名・取組 
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

【再掲】 
担当 保健対策課 

事業内容 

精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが地域の一員として安心して自分らしく生活できる

よう、医療・保健、障害福祉・介護、住まい、社会参加・地域の助け合い・教育などが包括的に確保

された「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築をめざし、関係機関やピアサポータ

ー等と地域の課題解決に向けた協議や普及啓発を行います。 

活動指標 協議の場の開催回数 
現状値 目標値 

6 回 6 回 
 

事業名・取組 教員研修事業（基本研修、専門研修など） 担当 学校支援課 

事業内容 
子どもからの SOS をキャッチし、子どもたちの命を守るためのゲートキーパーを養成するた

め、学校現場での取組を考える専門研修を実施します。 

活動指標 研修実施回数 
現状値 目標値 

１回 ３回 
 

事業名・取組 和歌山市ブロック人権教育研究会事業 担当 学校支援課 

事業内容 

教職員が、社会に存在する人権・同和問題（部落差別）の現状と課題について理解を深めるとと

もに、児童・生徒の心の痛みに気づき、互いの人権が尊重されているかを判断できる確かな人権

感覚を身につけることを目的とした研修を行うことで、生きる力を得ていくことを支援します。ま

た各学校における、子供たちの人権意識の向上をめざした人権･同和教育(部落差別）の取組の充

実が図られるよう、「和歌山市ブロック人権教育研究会」における講演会や研究授業、学校間での

実践交流を推進します。 

活動指標 

①和歌山市ブロック人権研究会研究発表会実施回数 

②ブロック人権教育研究会総会・研修会実施回数 

③ブロック人権教育実践交流会実施回数 

現状値 目標値 

①１回 
②１回 
③１回 

①１回 
②１回 
③２回 
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基本施策３ 住民への啓発と周知 

事業名・取組 啓発活動の推進及び情報提供の充実 担当 
広報広聴課 

保健対策課 

事業内容 担当部署との協議に基づき、広報紙、ＳＮＳ等を通して情報提供を行います。 

活動指標 広報紙、ＳＮＳ等で情報を発信した回数 

現状値 目標値 

広報紙：１回 
SNS：14 回 

広報紙：１回 
SNS：15 回 

 

事業名・取組 地域自殺対策強化事業（若年層対策事業） 担当 保健対策課 

事業内容 関係機関と協力しながら、こころの健康に関する知識や、相談窓口等の周知を行います。 

活動指標 パンフレット配布数 
現状値 目標値 

12,000 部 12,000 部 
 

事業名・取組 地域自殺対策強化事業（普及啓発事業） 担当 保健対策課 

事業内容 

自殺予防週間＊や自殺対策強化月間＊を中心に年間を通じて、街頭啓発、いのち支えるポスター

コンクール、メディア啓発等、自殺対策に対する理解と関心を深めるため、自殺の現状や相談窓口

の周知を目的に普及啓発活動を実施します。 

活動指標 街頭啓発の啓発物配布数 
現状値 目標値 

1,000 部 継続実施 
 

事業名・取組 精神保健福祉市民講座 担当 保健対策課 

事業内容 
うつ病やストレスなど、こころの健康に関する普及啓発活動として、市民向けの講座を開催しま

す。 

活動指標 参加者数 
現状値 目標値 

64 人 継続実施 
 

事業名・取組 職員出前講座【再掲】 担当 保健対策課 

事業内容 
精神障害について、ストレスについて、依存症についてなどこころの健康に関する職員出前講座

を開催します。 

活動指標 受講者数 
現状値 目標値 

139 人 継続実施 
 

事業名・取組 自死遺族等への支援の充実 担当 保健対策課 

事業内容 
わかちあいの会和歌山うめの花が実施している遺族同士の交流会や個別相談の周知の強化を

図ります。 

活動指標 相談窓口の周知 
現状値 目標値 

未実施 実施 
 

事業名・取組 図書館管理運営事業 担当 読書活動推進課 

事業内容 
図書館において、いのちの大切さをテーマにした本の特集展示、講演会、上映会などを実施しま

す。また、各種リーフレット配布やサイネージ放映に協力し、啓発・周知活動を推進します。 

活動指標 

いのちの大切さをテーマにした本の特集展示、講演会、上

映会などの実施。また、和歌山市関連冊子の展示・配布、サ

イネージ放映。 

現状値 目標値 

実施 継続実施 
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基本施策４ 自殺未遂者等への支援の充実 

事業名・取組 精神保健福祉相談 担当 保健対策課 

事業内容 
こころの病や、ひきこもりの状況にある方、未治療や医療中断の方などに関する相談、適切な治

療や社会参加に関する相談等を行います。 

活動指標 相談延べ件数（来所・訪問・電話） 
現状値 目標値 

7,266 件 継続実施  

事業名・取組 うつ病夜間相談 担当 保健対策課 

事業内容 
うつ病等の精神疾患の早期発見・早期治療につながるよう、日中仕事等で相談に行くことがで

きない方等を対象に精神科医によるうつ病夜間相談を行います。 

活動指標 実施回数 
現状値 目標値 

12 回 12 回  

事業名・取組 自殺未遂者支援事業【再掲】 担当 保健対策課 

事業内容 
三次救急医療機関から情報提供があった自殺未遂者に対し、ご本人やご家族の希望に沿って支

援を行います。また関係機関との連携会議を開催し、ネットワークの強化を図ります。 

活動指標 
①情報提供件数 

②連携会議開催回数 

現状値 目標値 

①46 件 
②２回 

①継続実施 
②継続実施  

事業名・取組 精神障害者アウトリーチ事業 担当 保健対策課 

事業内容 

精神疾患が疑われる未治療や治療中断、ひきこもりの状況などで、地域において継続的な支援

が必要な方に対して、精神科医と保健所相談員が家庭訪問等を行っています。適切な支援や環境

調整を行うことで、対象者や家族のストレスを軽減し、よりよい生活を送ることをめざします。 

活動指標 アウトリーチ実施回数 
現状値 目標値 

12 回 12 回  

事業名・取組 重層的支援体制整備事業【再掲】 担当 高齢者・地域福祉課 

事業内容 

地域住民の複雑化・複合化した問題に対し、地域住民同士や行政、支援機関等が相互に協力し

課題解決につなげることができるような仕組みづくりのために、対象者の属性を問わない相談支

援、多様な参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に行います。 

活動指標 多機関協働事業として受付した相談件数 
現状値 目標値 

50 件 継続実施  

事業名・取組 救急出動統計業務 担当 警防課 

事業内容 
自損行為により救急出動した事案を抽出（日時、場所、年齢、性別、状況等）、データベース化し

て自殺対策の検討のための資料を作成します。 

活動指標 年間を通じ、自損行為件数、年齢、性別等の情報を提供 
現状値 目標値 

１回 １回以上  

事業名・取組 通信指令業務 担当 指令課 

事業内容 
自殺企図者からの通報には、内容、場所等を迅速に聴取し、警察等の関係機関と速やかに連携

します。 

活動指標 １１９番受信時における心肺蘇生法等の口頭指導効果件数 
現状値 目標値 

288 件 継続実施 
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基本施策５ 自死遺族等への支援の充実 

事業名・取組 精神保健福祉相談【再掲】 担当 保健対策課 

事業内容 
こころの病や、ひきこもりの状況にある方、未治療や医療中断の方などに関する相談、適切な治

療や社会参加に関する相談等を行います。 

活動指標 相談延べ件数（来所・訪問・電話） 
現状値 目標値 

7,266 件 継続実施  

事業名・取組 うつ病夜間相談【再掲】 担当 保健対策課 

事業内容 
うつ病等の精神疾患の早期発見・早期治療につながるよう、日中仕事等で相談に行くことがで

きない方等を対象に精神科医によるうつ病夜間相談を行います。 

活動指標 実施回数 
現状値 目標値 

12 回 12 回  

事業名・取組 自死遺族等への支援の充実【再掲】 担当 保健対策課 

事業内容 
わかちあいの会和歌山うめの花が実施している遺族同士の交流会や個別相談の周知の強化を

図ります。 

活動指標 相談窓口の周知 
現状値 目標値 

未実施 実施 

 

基本施策６ 児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

事業名・取組 地域自殺対策強化事業（若年層対策事業）【再掲】 担当 保健対策課 

事業内容 関係機関と協力しながら、こころの健康に関する知識や、相談窓口等の周知を行います。 

活動指標 パンフレット配布数 
現状値 目標値 

12,000 部 12,000 部  

事業名・取組 教員研修事業（基本研修、専門研修など）【再掲】 担当 学校支援課 

事業内容 
子どもからの SOS をキャッチし、子どもたちの命を守るためのゲートキーパーを養成するた

め、学校現場での取組を考える専門研修を実施します。 

活動指標 研修実施回数 
現状値 目標値 

１回 ３回  

事業名・取組 SOS の出し方に関する教育の実施 担当 学校支援課 

事業内容 
児童生徒が、いのちの大切さを実感できる教育だけでなく、社会において直面する可能性のあ

る様々な困難、ストレスへの対処方法を身に付けるための教育を実施します。 

活動指標 SOS の出し方に関する教育の実施 

現状値 目標値 

小学校：51 校 
中学校：18 校 
義務教育学校：１校 

継続実施 

 

事業名・取組 赤ちゃんふれあいプロジェクト 担当 学校支援課 

事業内容 
乳幼児とそのお母さんが小中学生と実際にふれあいながら命の尊さ、家族の絆を感じることで

自他の命の大切さを学びます。 

活動指標 実施回数 
現状値 目標値 

中止 
18 回 

（市内中学校 18 校）  
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事業名・取組 
少年センター事業（街頭補導、相談、環境浄化、関係機

関との連携など） 
担当 

少年センター 

学校支援課 

事業内容 

街中の徘徊など、一見すると「非行」と思われる行動が、実は青少年にとっての「SOS」である場

合も少なくないため、定期的に繁華街や商業施設等への街頭補導を実施し必要な場合は関係機

関に繋ぐなど支援します。 

活動指標 街頭補導活動 
現状値 目標値 

214 回 継続実施  

事業名・取組 
和歌山市いじめ・不登校問題に関する検討委員会 

【再掲】 
担当 

子ども支援センター 

学校支援課 

事業内容 

教育に関係する団体及び機関の代表、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、教

員等で構成し、それぞれの立場から不登校やいじめ問題について意見を聞くことにより、児童生

徒のいのちを守る取組を推進します。また、保護者や教職員向けのリーフレットを作成・配布し、児

童生徒には相談窓口を記載したカードを配布するなど、普及啓発を実施します。 

活動指標 検討委員会の開催回数 
現状値 目標値 

２回 ２回 
 

業名・取組 スクールカウンセラーの配置 担当 
子ども支援センター 

学校支援課 

事業内容 
スクールカウンセラーを配置し、児童生徒や保護者からの相談や、児童生徒に対する理解・対応

についての助言を行い、教育相談体制の充実を図ります。 

活動指標 全小中義務教育学校及び市立高等学校に配置 

現状値 目標値 

全小中義務教育
学校及び市立高
等学校に配置 

継続実施 

 

事業名・取組 スクールソーシャルワーカーの配置 担当 
子ども支援センター 

学校支援課 

事業内容 
ソーシャルワークの手法で生きづらさや問題を抱える児童生徒が置かれている環境への働きか

けや関係機関との連携、チームによる支援体制の構築等により、支援を効果的に行います。 

活動指標 全中学校及び義務教育学校に配置 

現状値 目標値 

全中学校及び 
義務教育学校に 
配置 

継続実施 

 

事業名・取組 教育相談活動事業 担当 
子ども支援センター 

学校支援課 

事業内容 

児童生徒・保護者・教職員等からの電話相談や来所相談を行います。また、学校と関係機関が連

携しながらいじめをなくすための取組を推進します。子どもの教育上の悩みや心配事に対して、十

分な状況把握を行い、適切な助言を行うことにより、生きることの包括的支援に取り組みます。 

活動指標 相談件数 

現状値 目標値 

来所相談：２８３件 

（延べ 1,063 回） 

電話相談：７３１回 

継続実施 

 

事業名・取組 いじめなくそうデーの取組 担当 
子ども支援センター 

学校支援課 

事業内容 
毎月第１水曜日を「いじめなくそうデー」と位置づけ、各校園で心の教育に取り組みます。また、

各校園の取組状況をまとめ、還元し共有を図ります。 

活動指標 市立全幼稚園、小中義務教育学校で実施 

現状値 目標値 

市立全幼稚園、
小中義務教育 
学校で実施 

市立全幼稚園、
小中義務教育 
学校で実施  
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事業名・取組 不登校児童生徒の学校復帰支援事業 担当 
子ども支援センター 

学校支援課 

事業内容 

電話や来所による教育相談を実施し、効果的な支援を行います。 

また、適応指導教室における体験活動や学習活動の充実を図ることで、学校復帰や社会的自立

を支援します。 

活動指標 
①相談件数 

②適応指導教室への通級人数 

現状値 目標値 

①来所相談： 
283 件 
（延べ 1,063 件） 
電話相談： 
731 件 

②124 人 

継続実施 

 
 

（２）重点施策 

重点施策１ 高齢者の自殺対策の推進 

事業名・取組 ふれあい収集事業 担当 収集センター 

事業内容 
自力でごみ出しが困難な高齢者や障害者に、週１回自宅まで職員がごみを取りに行くことによ

り、孤立化を防ぎます。 

活動指標 収集件数 
現状値 目標値 

182 件 継続実施 
 

事業名・取組 老人医療助成 担当 保険総務課 

事業内容 
金銭面の悩みを抱える老人にとって、医療費の負担が増えることは、精神的負担にもつながり

ます。医療費を助成することで老人の保健の向上、福祉の増進を図ります。 

活動指標 延べ月受給者数 
現状値 目標値 

93 人 継続実施 
 

事業名・取組 介護保険制度広報事業 担当 介護保険課 

事業内容 
介護保険制度や介護保険に関するお知らせについて、パンフレットの配布や SNS を通して市民

への周知を行います。 

活動指標 SNS での広報回数 
現状値 目標値 

70 回 70 回 
 

事業名・取組 介護相談事業 担当 介護保険課 

事業内容 
介護保険制度について、要介護（支援）認定者及び家族からの相談、苦情対応を行い、必要な場

合には適切な相談窓口へつなぐ支援を行います。 

活動指標 介護保険サービスに関する相談・苦情対応の実施 
現状値 目標値 

実施 継続実施 
 

事業名・取組 介護保険被保険者資格管理及び賦課事業 担当 介護保険課 

事業内容 
第１号被保険者の資格管理及び賦課を行いながら、生活困窮が窺われる等必要な場合には、適

切な相談窓口へつなぐ支援を行います。 

活動指標 被保険者数 
現状値 目標値 

110,463 人 継続実施 
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事業名・取組 介護保険給付事業 担当 介護保険課 

事業内容 ケアプランに基づく介護保険サービス利用者に対し、保険給付を行います。 

活動指標 介護保険給付件数 
現状値 目標値 

706,524 件 継続実施 
 

事業名・取組 地域包括支援センター運営事業 担当 地域包括支援課 

事業内容 
市内 15 か所の地域包括支援センターにおいて、地域の高齢者や家族に対し総合的な介護や福

祉に関する相談・支援を行います。 

活動指標 相談件数 
現状値 目標値 

16,388 件 継続実施 
 

事業名・取組 配食サービス事業 担当 地域包括支援課 

事業内容 
弁当を手渡しで配達し、安否確認を実施するなど安心した地域生活を送るための支援をしま

す。 

活動指標 利用回数 
現状値 目標値 

268,203 回 継続実施 
 

事業名・取組 一般介護予防事業 担当 地域包括支援課 

事業内容 
わかやまシニアエクササイズと WAKAYAMA つれもて健康体操を用いた住民主体の通いの場

の創設と継続支援を行います。 

活動指標 

活動グループ数 

（わかやまシニアエクササイズ・WAKAYAMA つれもて健康

体操合算） 

現状値 目標値 

226 グループ 増加 

 

事業名・取組 民生委員・児童委員相談業務【再掲】 担当 高齢者・地域福祉課 

事業内容 

友愛訪問や見守り活動を通じて、地域の最も身近な相談相手として、地域住民からの相談に応

じます。また、地域で問題を抱えている人の変化に気づき、適切な相談機関につなぐ支援を行い

ます。 

活動指標 訪問件数 
現状値 目標値 

34,456 件 継続実施 
 

事業名・取組 地域見守り協力員支援事業【再掲】 担当 高齢者・地域福祉課 

事業内容 
地域の見守り協力員による見守りや声かけ等を通じ、高齢者の異変に気付き、必要な行政サー

ビスの支援を行います。 

活動指標 見守り協力員数 
現状値 目標値 

468 人 1,462 人 
 

事業名・取組 緊急通報システム事業 担当 高齢者・地域福祉課 

事業内容 

一人暮らしで病弱な高齢者が急病などの緊急時に、ペンダントを押すことにより、監視センター

職員が出動するなど、必要な措置を実施します。また健康等に不安がある時、相談ボタンを押すこ

とにより、２４時間３６５日看護師が相談に対応します。 

活動指標 設置件数 
現状値 目標値 

629 件 継続実施 
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事業名・取組 高齢者虐待対応 担当 高齢者・地域福祉課 

事業内容 
高齢者等の権利擁護に資することを目的に、尊厳を保持できるよう虐待など権利侵害からの回

復支援を行います。 

活動指標 虐待対応件数 
現状値 目標値 

190 件 継続実施 
 

事業名・取組 重層的支援体制整備事業【再掲】 担当 高齢者・地域福祉課 

事業内容 

地域住民の複雑化・複合化した問題に対し、地域住民同士や行政、支援機関等が相互に協力し

課題解決につなげることができるような仕組みづくりのために、対象者の属性を問わない相談支

援、多様な参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に行います。 

活動指標 多機関協働事業として受付した相談件数 
現状値 目標値 

50 件 継続実施 

 

重点施策２ 勤務問題に関わる自殺対策の推進 

事業名・取組 過重労働による健康障害の防止 担当 人事課 

事業内容 

時間外勤務が月 80 時間又は 2 か月連続して月 45 時間を超えた市職員について、長時間勤

務報告書等に基づき、職員健康管理室の医員等による保健指導を実施し、必要に応じて専門医を

紹介します。 

活動指標 該当職員の受診率 
現状値 目標値 

99％ 100% 
 

事業名・取組 時間外勤務削減の取組 担当 人事課 

事業内容 

時間外勤務削減の取組として、毎週水曜日は、緊急業務等を除いて時間外勤務を行わない定時

退庁促進日と定めています。毎週水曜日以外にも月に 1 日定時退庁日を各所属で設定し、市職員

のワーク・ライフ・バランス＊の実現に取り組みます。また、時間外勤務の事前命令の徹底や時間外

勤務の「見える化」などの取組も行っています。 

活動指標 定時退庁促進日における庁内放送の実施 
現状値 目標値 

当該日に１回 当該日に１回以上 
 

事業名・取組 ハラスメント及びメンタルヘルス相談 担当 人事課 

事業内容 
月 2 回カウンセラーによるメンタルヘルス相談窓口を設置するとともに、人事担当課に随時相

談窓口を設け、市職員からの相談等に対応します。 

活動指標 カウンセラーによるメンタルヘルス相談窓口の開設日数 
現状値 目標値 

月に２回 月に２回 
 

事業名・取組 メンタルヘルス研修（職員研修所） 担当 職員研修所 

事業内容 
市職員がメンタルヘルスの基礎的知識を習得し、ストレスやその原因となる問題に自分自身で

対処できる能力を身につけたり、メンタル不調の職員の支援方法を学びます。 

活動指標 メンタルヘルス研修の実施 

現状値 目標値 
新規採用職員研修 
ラインケア＊：３回 
セルフケア：２回 
ゲートキーパー 
養成研修：３回 

５回 
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事業名・取組 市職員の健康相談及び定期健康診断後の保健指導 担当 職員厚生課 

事業内容 
職員健康管理室において、日常の健康相談及び定期健康診断後の保健指導のなかで、必要に

応じて専門医等の紹介等を実施します。 

活動指標 
①健康相談数 

②保健指導数 

現状値 目標値 

①33 件 
②60 件 

継続実施 
 

事業名・取組 市職員のストレスチェック 担当 職員厚生課 

事業内容 
自身のストレスへの気付き、その対処の支援、職場環境の改善を通じてメンタルヘルス不調を未

然に防止するため、ストレスチェックを実施します。 

活動指標 ストレスチェックの受検率 
現状値 目標値 

98.9％ 100% 
 

事業名・取組 専門医による市職員のメンタルヘルス対策 担当 職員厚生課 

事業内容 

精神科の専門医（非常勤）が、産業医、職員相談員、人事担当課と連携して、対住民・所属内での

メンタル面に注意を要する職員、ラインケアについて助言を必要とする所属長、精神・神経疾患に

よる休職からの復職をめざす職員に対し、指導・助言を行います。 

活動指標 面談・相談数 
現状値 目標値 

55 件 継続実施 
 

事業名・取組 和歌山市 G－P ネット定着促進会議【再掲】 担当 保健対策課 

事業内容 
一般診療科医と精神科医が連携し、うつ病患者を早期発見・早期治療につなげるための GーP

ネット（一般診療科医と精神科医の連携システム）の定着を図ります。 

活動指標 定着促進会議の開催回数 
現状値 目標値 

１回 １回以上 
 

事業名・取組 うつ病夜間相談【再掲】 担当 保健対策課 

事業内容 
うつ病等の精神疾患の早期発見・早期治療につながるよう、日中仕事等で相談に行くことがで

きない方等を対象に精神科医によるうつ病夜間相談を行います。 

活動指標 実施回数 
現状値 目標値 

12 回 12 回 
 

事業名・取組 和歌山保健医療圏地域・職域連携推進協議会【再掲】 担当 地域保健課 

事業内容 
生涯を通じた継続的な健康管理の支援体制を整備するため、地域保健・職域保健が連携し、情

報の共有化、連携した保健事業を推進します。 

活動指標 推進協議会の開催数 
現状値 目標値 

１回 １回以上 
 

事業名・取組 健康づくり職域リーダー養成講習会 担当 地域保健課 

事業内容 
働き盛りである壮年期層の健康づくりを推進するため、職域で健康管理を担当する方を対象

に、職場の健康管理に関するテーマについての講習会を開催します。 

活動指標 講習会開催回数 
現状値 目標値 

１回 １回 
  

事業名・取組 雇用対策事業（労働相談窓口の設置） 担当 産業政策課 

事業内容 就職活動の支援や働く方の労働問題など、労働相談員が相談に応じます。 

活動指標 労働相談件数 
現状値 目標値 

357 件 継続実施 
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事業名・取組 和歌山市人権啓発企業連絡会事業 担当 産業政策課 

事業内容 
和歌山市人権啓発企業連絡会の研修会等を通じて、会員企業に対して人権問題に関する啓発

に取り組みます。 

活動指標 研修会開催回数 
現状値 目標値 

３回 ３回以上 

 

重点施策３ 生活困窮者への支援の充実 

事業名・取組 市税徴収 担当 納税課 

事業内容 
滞納に係る納付相談では、何気ない言葉であっても十分に注意を払い、生活面で困っている方

には、関係する部署へ案内する等の親切な対応を心がけます。 

活動指標 思いやりのある納付相談の実施 
現状値 目標値 

実施 継続実施 
 

事業名・取組 債権回収対策事業 担当 債権回収対策課 

事業内容 

滞納整理に向け日々業務を遂行する中で、来庁・電話等で滞納者の方の納付相談を受ける際

に、生活困窮もしくは何らかの生活面での深刻な問題を抱えているような発信が感じられる場合

は、様々な相談窓口があることを伝え、支援につなげられるような案内を行います。 

活動指標 課内においてミーティングを行う 
現状値 目標値 

１回 １回以上 
 

事業名・取組 老人医療助成【再掲】 担当 保険総務課 

事業内容 
金銭面の悩みを抱える老人にとって、医療費の負担が増えることは、精神的負担にもつながり

ます。医療費を助成することで老人の保健の向上、福祉の増進を図ります。 

活動指標 延べ月受給者数 
現状値 目標値 

93 人 継続実施 
 

事業名・取組 介護保険被保険者資格管理及び賦課事業【再掲】 担当 介護保険課 

事業内容 
第１号被保険者の資格管理及び賦課を行いながら、生活困窮が窺われる等必要な場合には、適

切な相談窓口へつなぐ支援を行います。 

活動指標 被保険者数 
現状値 目標値 

110,463 人 継続実施 
 

事業名・取組 国民年金事業 担当 国保年金課 

事業内容 
経済的に保険料を納めるのが困難な場合は、免除制度(全額または一部）や納付猶予制度の手

続き等の相談に応じます。 

活動指標 申請免除・納付猶予受付件数 
現状値 目標値 

5,097 件 継続実施 
 

事業名・取組 国民健康保険料収納対策事業 担当 国保年金課 

事業内容 
納付相談をする中、収入が不安定で生活に困っている方には、聞き取りを行い、必要な場合に

は生活支援の案内などを行い支援に繋ぎます。 

活動指標 分割納付相談者数 
現状値 目標値 

2,770 世帯 継続実施 
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事業名・取組 ひきこもり相談支援の充実 担当 保健対策課 

事業内容 

ひきこもりの状況にある方やその家族等からの相談に応じ、その人の生きづらさを解消するた

め、生活困窮や就労支援等の関係機関と協力しながら、自立に向けた支援を行います。また、和歌

山市ひきこもり支援ステーション事業として支援機関に委託をしています。 

活動指標 相談件数（来所・訪問・電話相談） 
現状値 目標値 

482 件 継続実施 
 

事業名・取組 重層的支援体制整備事業【再掲】 担当 高齢者・地域福祉課 

事業内容 

地域住民の複雑化・複合化した問題に対し、地域住民同士や行政、支援機関等が相互に協力し

課題解決につなげることができるような仕組みづくりのために、対象者の属性を問わない相談支

援、多様な参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に行います。 

活動指標 多機関協働事業として受付した相談件数 
現状値 目標値 

50 件 継続実施 
 

事業名・取組 生活保護扶助事業 担当 
生活支援 

第１課、第２課 

事業内容 
生活保護受給者への訪問等により、個々が抱えている問題を把握し、必要な助言を行ったり必

要な支援先につなぐことで、生活保護受給者の実情に即した援助を行います。 

活動指標 訪問回数（家庭訪問による生活実態の的確な把握を行う。） 
現状値 目標値 

5,284 件 継続実施 
 

事業名・取組 生活困窮者自立支援事業 担当 生活支援第２課 

事業内容 

経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある生活困窮者に対

し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給その他の支援を行うことにより、生活困窮

者の自立の促進を図ります。 

活動指標 延べ相談件数 
現状値 目標値 

508 件 継続実施 
 

事業名・取組 健康管理支援事業 担当 生活支援第２課 

事業内容 
ケースワーカーと医療相談員が連携して生活保護の被保護者の健康面に対する必要な指導・助

言を行い、自立を支援するとともに、医療扶助の適正化を図ります。 

活動指標 個別指導対象者数 
現状値 目標値 

247 人 継続実施 
 

事業名・取組 収納率向上対策事業（住宅） 担当 住宅政策課 

事業内容 
市営住宅使用料や専用水道料等の滞納または納付相談があった世帯に対し、聞き取りを行い、

必要に応じて生活保護担当課への案内などの支援を行います。 

活動指標 納付相談 
現状値 目標値 

実施 継続実施 
 

事業名・取組 水道料金等徴収業務 担当 営業課 

事業内容 
経済的事情その他の理由で一時に料金を納付することが困難な方に対して、分割納付や支払猶

予の手続等の支払相談に応じます。 

活動指標 納付相談 
現状値 目標値 

実施 継続実施 
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重点施策４ 子ども・若者の生きる支援の推進 

事業名・取組 地域自殺対策強化事業（若年層対策事業）【再掲】 担当 保健対策課 

事業内容 関係機関と協力しながら、こころの健康に関する知識や、相談窓口等の周知を行います。 

活動指標 パンフレット配布数 
現状値 目標値 

12,000 部 12,000 部 
 

事業名・取組 ひきこもり相談支援の充実【再掲】 担当 保健対策課 

事業内容 

ひきこもりの状況にある方やその家族等からの相談に応じ、その人の生きづらさを解消するた

め、生活困窮や就労支援等の関係機関と協力しながら、自立に向けた支援を行います。また、和歌

山市ひきこもり支援ステーション事業として支援機関に委託をしています。 

活動指標 相談件数（来所・訪問・電話相談） 
現状値 目標値 

482 件 継続実施 
 

事業名・取組 重層的支援体制整備事業【再掲】 担当 高齢者・地域福祉課 

事業内容 

地域住民の複雑化・複合化した問題に対し、地域住民同士や行政、支援機関等が相互に協力し

課題解決につなげることができるような仕組みづくりのために、対象者の属性を問わない相談支

援、多様な参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に行います。 

活動指標 多機関協働事業として受付した相談件数 
現状値 目標値 

50 件 継続実施 
 

事業名・取組 子ども家庭総合支援拠点事業【再掲】 担当 
こども総合支援

センター 

事業内容 

子ども家庭総合支援拠点として、こども総合支援センターの機能を更に強化するため関係機関

との連携強化や啓発活動、支援体制の構築など児童虐待の未然防止・早期対応・継続支援に取り

組みます。 

活動指標 

①ヤングケアラー事業 

②前向き子育て事業 

➂子育て短期支援事業 

④子支援プログラム 

⑤子ども見守り連携会議 

現状値 目標値 

①講演会１回、 

研修会１回 

②グループワーク 

３回 

➂ショートステイ 

405 日、 

トワイライトステイ 

７日 

④12 か所 

⑤令和５年度新規 

事業 

①講演会１回、 

研修会３回 

②講演会３回、 

グループワーク 

３回 

➂ショートステイ

630 日、 

トワイライトステイ 

210 日 

④12 か所 

⑤36 回 
 

事業名・取組 青少年問題協議会事業【再掲】 担当 青少年課 

事業内容 
青少年問題協議会を開催し、協議会において、少年非行、少年犯罪、児童虐待等に関する情報共

有を図り、青少年問題の解決のための関係諸機関の連携を図ります。 

活動指標 青少年問題協議会の開催回数 
現状値 目標値 

１回 １回 
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事業名・取組 子ども・若者相談支援【再掲】 担当 青少年課 

事業内容 

和歌山市子ども・若者支援庁内連絡会議により、関係各課の連携を密にするとともに、「若者サ

ポートステーションわかやま」の周知に努め、各課の若年層の就労対策の情報共有と連携を図りま

す。 

活動指標 和歌山市子ども・若者支援庁内連絡会議の開催回数 
現状値 目標値 

中止 １回 
 

事業名・取組 SOS の出し方に関する教育の実施【再掲】 担当 学校支援課 

事業内容 
児童生徒が、いのちの大切さを実感できる教育だけでなく、社会において直面する可能性のあ

る様々な困難、ストレスへの対処方法を身に付けるための教育を実施します。 

活動指標 SOS の出し方に関する教育の実施 

現状値 目標値 

小学校：51 校 
中学校：18 校 
義務教育学校：１校 

継続実施 

 

事業名・取組 赤ちゃんふれあいプロジェクト【再掲】 担当 学校支援課 

事業内容 
乳幼児とそのお母さんが小中学生と実際にふれあいながら命の尊さ、家族の絆を感じることで

自他の命の大切さを学びます。 

活動指標 実施回数 
現状値 目標値 

中止 
18 回 

（市内中学校 18 校）  

事業名・取組 
少年センター事業（街頭補導、相談、環境浄化、関係機

関との連携など）【再掲】 
担当 

少年センター 

学校支援課 

事業内容 

街中の徘徊など、一見すると「非行」と思われる行動が、実は青少年にとっての「SOS」である場

合も少なくない為、定期的に繁華街や商業施設等への街頭補導を実施し必要な場合は関係機関

に繋ぐなど支援します。 

活動指標 街頭補導活動 
現状値 目標値 

214 回 継続実施  

事業名・取組 
和歌山市いじめ・不登校問題に関する検討委員会 

【再掲】 
担当 

子ども支援センター 

学校支援課 

事業内容 

教育に関係する団体及び機関の代表、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、教

員等で構成し、それぞれの立場から不登校やいじめ問題について意見を聞くことにより、児童生

徒のいのちを守る取組を推進します。また、保護者や教職員向けのリーフレットを作成・配布し、児

童生徒には相談窓口を記載したカードを配布するなど、普及啓発を実施します。 

活動指標 検討委員会の開催回数 
現状値 目標値 

２回 ２回  

事業名・取組 スクールカウンセラーの配置【再掲】 担当 
子ども支援センター 

学校支援課 

事業内容 
スクールカウンセラーを配置し、児童生徒や保護者からの相談や、児童生徒に対する理解・対応

についての助言を行い、教育相談体制の充実を図ります。 

活動指標 全小中義務教育学校及び市立高等学校に配置 

現状値 目標値 

全小中義務教育
学校及び市立高
等学校に配置 

継続実施 
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事業名・取組 スクールソーシャルワーカーの配置【再掲】 担当 
子ども支援センター 

学校支援課 

事業内容 
ソーシャルワークの手法で生きづらさや問題を抱える児童生徒が置かれている環境への働きか

けや関係機関との連携、チームによる支援体制の構築等により、支援を効果的に行います。 

活動指標 全中学校及び義務教育学校に配置 

現状値 目標値 

全中学校及び義
務教育学校に 
配置 

継続実施 

 

事業名・取組 教育相談活動事業【再掲】 担当 
子ども支援センター 

学校支援課 

事業内容 

児童生徒・保護者・教職員等からの電話相談や来所相談を行います。また、学校と関係機関が連

携しながらいじめをなくすための取組を推進します。子どもの教育上の悩みや心配事に対して、十

分な状況把握を行い、適切な助言を行うことにより、生きることの包括的支援に取り組みます。 

活動指標 相談件数 

現状値 目標値 

来所相談：２８３件 

（延べ 1,063 回） 

電話相談：７３１回 

継続実施 

 

事業名・取組 いじめなくそうデーの取組【再掲】 担当 
子ども支援センター 

学校支援課 

事業内容 
毎月第１水曜日を「いじめなくそうデー」と位置づけ、各校園で心の教育に取り組みます。また、

各校園の取組状況をまとめ、還元し共有を図ります。 

活動指標 市立全幼稚園、小中義務教育学校で実施 

現状値 目標値 
市立全幼稚園、
小中義務教育 
学校で実施 

市立全幼稚園、
小中義務教育 
学校で実施  

事業名・取組 不登校児童生徒の学校復帰支援事業【再掲】 担当 
子ども支援センター 

学校支援課 

事業内容 

電話や来所による教育相談を実施し、効果的な支援を行います。 

また、適応指導教室における体験活動や学習活動の充実を図ることで、学校復帰や社会的自立

を支援します。 

活動指標 
①相談件数 

②適応指導教室への通級人数 

現状値 目標値 

①来所相談：
283 件 
（延べ 1,063 回） 

電話相談：
731 件 

②124 人 

継続実施 

 

（３）生きる支援の関連施策 

事業名・取組 消費生活相談 担当 市民生活課 

事業内容 
特殊詐欺や悪質商法等の被害の相談及び被害防止の広報を実施します。また、高度な解釈を必

要とする事案は弁護士相談につなぐ支援を行います。 

活動指標 相談件数 
現状値 目標値 

1,115 件 継続実施 
 

事業名・取組 市民相談 担当 市民生活課 

事業内容 
専門知識を有する相談員による民事・家事・交通事故相談及び専門家による法律・交通事故・登

記・税経相談を実施します。 

活動指標 相談件数 
現状値 目標値 

1,411 件 継続実施 
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事業名・取組 男女共生推進センターにおける相談事業 担当 男女共生推進課 

事業内容 
配偶者やパートナーからの暴力等の被害を受けた方の相談や、性的マイノリティ等男女共同参

画に関するさまざまな悩みの相談に応じ、必要な支援につなげます。 

活動指標 相談件数 
現状値 目標値 

409 件 継続実施 
 

事業名・取組 性的マイノリティに関する理解増進事業 担当 男女共生推進課 

事業内容 
市民や市職員を対象とした性的マイノリティに関する講座や広報誌・ホームページを活用し、性

的マイノリティに対する偏見をなくし、理解を広めるための啓発を行います。 

活動指標 性的マイノリティに関する講座の実施 
現状値 目標値 

１回 １回以上 
 

事業名・取組 ＤＶ＊防止啓発事業 担当 男女共生推進課 

事業内容 

ＤＶやデートＤＶに関するパンフレットの配布や講座の開催、女性に対する暴力をなくす運動期

間中に公共施設を紫色にライトアップすることで、ＤＶ防止のための正しい知識の啓発を行いま

す。 

活動指標 ＤＶやデートＤＶに関する講座の実施 
現状値 目標値 

２回 １回以上 
 

事業名・取組 隣保館管理運営事業 担当 人権同和施策課 

事業内容 

文化会館において、各種教室の開催、貸館業務、相談業務を行っています。市民の方が相談に来

られた際には、文化会館職員による聞き取り・助言などを行い、相談内容によっては関係各課、関

係機関と連携して、問題解決に取り組みます。 

活動指標 文化会館利用者数 
現状値 目標値 

37,363 人 継続実施 
 

事業名・取組 人権問題・支援事業 担当 人権同和施策課 

事業内容 

様々な人権課題について共に考え、学ぶ機会を提供する中で、一人ひとりが人権問題に関心を

持ち、さらに理解を深めることを目的に人権啓発専門員を研修会等に派遣し人権出張講演を行い

ます。 

活動指標 人権出張講演参加者数 
現状値 目標値 

2,070 人 継続実施 
 

事業名・取組 人権相談 担当 人権同和施策課 

事業内容 

様々な人権問題に関わる相談に迅速かつ的確に対応するため、人権啓発専門員(会計年度任用

職員)を配置し人権に関する相談を面接及び電話で行います。 

相談においては、相談者が主体的に問題を解決できるよう、相談に応じた助言や情報提供、専

門機関の紹介を行っています。 

活動指標 人権相談件数 
現状値 目標値 

61 件 継続実施 
 

事業名・取組 ふれあい収集事業【再掲】 担当 収集センター 

事業内容 
自力でごみ出しが困難な高齢者や障害者に、週１回自宅まで職員がごみを取りに行くことによ

り、孤立化を防ぎます。 

活動指標 収集件数 
現状値 目標値 

182 件 継続実施 
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事業名・取組 認知症見守り支援事業 担当 地域包括支援課 

事業内容 
認知症がある方の介護者の精神的・肉体的負担の軽減を図るため、見守り支援員派遣事業・ピ

アカウンセリングのつどいを実施します。 

活動指標 見守り支援員派遣事業実利用者数 
現状値 目標値 

553 人 継続実施 
 

事業名・取組 家族介護教室事業 担当 地域包括支援課 

事業内容 
介護者の精神的・肉体的負担の軽減を図るため、介護の知識や技術、介護サービスの適切な利

用方法等を習得するための教室を開催します。 

活動指標 開催回数 
現状値 目標値 

６回開催 継続実施 
 

事業名・取組 認知症高齢者支援相談事業 担当 地域包括支援課 

事業内容 
認知症について不安のある高齢者及びその家族を対象に認知症相談会を地域包括支援センタ

ーにて開催し、気軽に医師に相談できる場を設けます。 

活動指標 相談者数 
現状値 目標値 

47 人 継続実施 
 

事業名・取組 特定保健指導事業 担当 国保年金課 

事業内容 
特定健康診査の結果により、生活習慣の改善の必要な方に対し「動機付け支援」「積極的支援」

別に継続的な保健指導を実施します。 

活動指標 特定保健指導終了者数 
現状値 目標値 

４９８人 継続実施 
 

事業名・取組 保健事業 担当 国保年金課 

事業内容 
糖尿病重症化予防教室、国保運動教室等を開催するとともに、受診勧奨領域者等に対して保健

指導を実施します。 

活動指標 教室等参加者数・保健指導実施者数 
現状値 目標値 

690 人 継続実施 
 

事業名・取組 小児慢性特定疾病医療費助成 担当 保健対策課 

事業内容 
小児慢性特定疾病児童等の健全育成を図るとともに、患者及びその家族の医療費負担の軽減

を図るため医療費助成を行います。 

活動指標 助成件数 
現状値 目標値 

4,563 件 継続実施 
 

事業名・取組 難病患者地域支援対策推進事業 担当 保健対策課 

事業内容 

難病患者の療養上の不安解消を図るとともに、安定した生活の確保と生活の質の向上を目的と

して、訪問相談等の在宅療養支援を行います。また、在宅人工呼吸器利用患者の防災対策として、

災害時個別支援計画を作成します。 

活動指標 訪問相談件数 
現状値 目標値 

42 件 継続実施 
 

事業名・取組 性に関する講座（エイズ予防教育） 担当 保健対策課 

事業内容 

思春期の生徒たちが、健康や性行動、性感染症等について正しい知識を身につけ、望まない妊

娠や性感染症を防ぐとともに、自尊感情を高め自分を大切にする心を育てることができるよう支

援します。 

活動指標 出前講座回数 
現状値 目標値 

３回 継続実施 
 
  



 

65 

事業名・取組 エイズ・性感染症相談 担当 保健対策課 

事業内容 
すべての人が大切にされ、どんな性のあり方も尊重されることを目的とし、性に関連する問題

や悩みについて、支援を行うとともに、必要な検査を実施します。 

活動指標 
相談件数 

HIV 抗体検査数（性感染症検査含む） 

現状値 目標値 
相談件数： 

45 件 
HIV 検査数：

159 件 
梅毒検査数： 

152 件 
クラミジア検査数：

152 件 

継続実施 

 

事業名・取組 精神保健福祉相談【再掲】 担当 保健対策課 

事業内容 
こころの病や、ひきこもりの状況にある方、未治療や医療中断の方などに関する相談、適切な治

療や社会参加に関する相談等を行います。 

活動指標 相談延べ件数（来所・訪問・電話） 
現状値 目標値 

7,266 件 継続実施 
 

事業名・取組 精神保健福祉家族教室 担当 保健対策課 

事業内容 精神障害のある方を抱える家族や、支援者を対象とした研修会を開催します。 

活動指標 家族教室開催回数 
現状値 目標値 

１回 １回 
 

事業名・取組 うつ病夜間相談【再掲】 担当 保健対策課 

事業内容 
うつ病等の精神疾患の早期発見・早期治療につながるよう、日中仕事等で相談に行くことがで

きない方等を対象に精神科医によるうつ病夜間相談を行います。 

活動指標 実施回数 
現状値 目標値 

12 回 12 回 
 

事業名・取組 ひきこもり相談支援の充実【再掲】 担当 保健対策課 

事業内容 

ひきこもりの状況にある方やその家族等からの相談に応じ、その人の生きづらさを解消するた

め、生活困窮や就労支援等の関係機関と協力しながら、自立に向けた支援を行います。また、和歌

山市ひきこもり支援ステーション事業として支援機関に委託をしています。 

活動指標 相談件数（来所・訪問・電話相談） 
現状値 目標値 

482 件 継続実施 
 

事業名・取組 精神障害者アウトリーチ事業 担当 保健対策課 

事業内容 

精神疾患が疑われる未治療や治療中断、ひきこもりの状況などで、地域において継続的な支援

が必要な方に対して、精神科医と保健所相談員が家庭訪問等を行っています。適切な支援や環境

調整を行うことで、対象者や家族のストレスを軽減し、よりよい生活を送ることをめざします。 

活動指標 アウトリーチ実施回数 
現状値 目標値 

12 回 12 回 
 

事業名・取組 
健康支援事業（成人に対する健康教育、健康相談、訪

問指導等） 
担当 地域保健課 

事業内容 

保健センターや地区公民館において、市民のニーズに応じた内容で、日常生活上注意すべきこ

とや、食生活の在り方等に関する健康教育を行います。また、保健師や管理栄養士、歯科衛生士等

が身体の健康についての相談に応じるとともに、必要な指導や助言を行います。 

活動指標 健康づくりに取り組んでいる人の割合 
現状値 目標値 

58.7% 65% 
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事業名・取組 妊産婦支援事業 担当 地域保健課 

事業内容 

産婦健診時に「エジンバラ産後うつ質問票＊」を実施し、産後うつの早期発見・支援を実施すると

ともに産後うつ等が疑われる産婦に対し、専門職（助産師、保健師）が訪問し、精神的ケアと支援体

制整備を行います。 

活動指標 妊産婦健診受診率 
現状値 目標値 

97.2% 100% 
 

事業名・取組 
育児支援事業(こんにちは赤ちゃん事業、新生児訪問

の実施) 
担当 地域保健課 

事業内容 
乳幼児のいる家庭を訪問し、育児の悩み・不安を聞き、相談に応じるとともに、訪問時に母親の

異変や困難に気づき、悩みなどがあれば必要な関係機関につなぐ支援を行います。 

活動指標 こんにちは赤ちゃん事業による把握率 
現状値 目標値 

83.5％ 100% 
 

事業名・取組 乳幼児健康診査事業 担当 地域保健課 

事業内容 
虐待防止等の各種施策と連動させていくことで、乳幼児のみならずその親も含めて包括的な支

援を展開し、生きることの包括的支援に取り組みます。 

活動指標 ４か月児・10 か月児・１歳６か月児・３歳児健診受診率 

現状値 目標値 

４か月児： 

98.3％ 

10 か月児： 
98.4％ 

１歳６か月児： 

97.7％ 
３歳児： 

96.5％ 

100% 

 

事業名・取組 出産・子育て応援給付金事業 担当 地域保健課 

事業内容 

全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠届出時と出産届出時に給付

金を支給し、経済的支援を行うとともに、妊娠期から出産・子育てまで寄り添う伴走型の相談支援

を実施します。 

活動指標 給付件数 
現状値 目標値 

939 件 継続実施 
 

事業名・取組 産後ケア事業 担当 地域保健課 

事業内容 
産後に心身の不調又は育児不安等がある産婦に対し、医療機関の空きベットの活用等により、

心身のケアや育児のサポート等きめ細やかな支援を行います。 

活動指標 利用件数 

現状値 目標値 

宿泊型：22 件 
デイサービス型：

16 件 
継続実施 

 

事業名・取組 子育て世代包括支援センター業務 担当 地域保健課 

事業内容 
子育て世代包括支援センターで妊娠届を受理、母子健康手帳の交付時と出生届出後に全妊婦

に面談を行い、妊娠・出産にかかる不安等の精神的サポートを行います。 

活動指標 相談件数 
現状値 目標値 

2,375 件 継続実施 
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事業名・取組 発達相談事業 担当 地域保健課 

事業内容 

１歳６か月児健康診査と３歳児健康診査以外にも個別発達相談日を設け、乳幼児の精神発達に

関する相談指導を行い、必要に応じて経過観察を継続し、状況に応じて関係機関を紹介していま

す。 

活動指標 要発達相談件数 
現状値 目標値 

2,234 件 継続実施 
 

事業名・取組 成年後見制度＊利用支援事業 担当 高齢者・地域福祉課 

事業内容 
判断能力が十分でない高齢者、知的障害や精神疾患などの障害がある方の権利を守るため、成

年後見制度の利用につなげるなど権利擁護支援を行います。 

活動指標 市長申立件数 
現状値 目標値 

15 件 継続実施 
 

事業名・取組 中国残留邦人等地域生活支援事業 担当 生活支援第２課 

事業内容 
支援相談員の設置、通訳派遣、日本語教室の実施等を行うことにより、中国残留邦人等が、地域

生活を送るうえで必要な助言や指導を行い、社会的、経済的自立の助長を図ります。 

活動指標 対象件数 
現状値 目標値 

３世帯３名 継続実施 
 

事業名・取組 ホームレス対策事業 担当 生活支援第２課 

事業内容 
和歌山市の実情に即したホームレス対策を実施するため、和歌山市におけるホームレスの実態

調査を実施します。 

活動指標 ホームレス実態調査件数 
現状値 目標値 

１件 １件以上 
 

事業名・取組 特別障害者手当等給付事業 担当 障害者支援課 

事業内容 
手当を支給する際、当事者や家族から何か問題を抱えている等の情報を聞き取った場合は、必

要な場合には専門機関による支援に繋ぎます。 

活動指標 特別障害者手当等延べ給付件数 
現状値 目標値 

９，６１３件 継続実施 
 

事業名・取組 相談支援事業 担当 障害者支援課 

事業内容 
市内６か所の相談支援事業所の相談支援専門員が、障害のある方の生活や就労などの相談に

応じ、困りごとについて対象者と一緒に考え、安心して生活できるための必要な支援を行います。 

活動指標 相談人数 
現状値 目標値 

９７７人 継続実施 
 

事業名・取組 障害者雇用推進事業 担当 障害者支援課 

事業内容 
障害者への就労支援を実施します。また、生活面での深刻な問題に気づいた場合は、必要な相

談窓口に繋ぎます。 

活動指標 インターンシップ助成金交付件数 
現状値 目標値 

６件 継続実施 
 

事業名・取組 障害者虐待対応 担当 障害者支援課 

事業内容 
虐待の背景にある様々な問題への対応や環境調整等の取組を実施し、生きることの支援を実施

します。 

活動指標 虐待に対する相談、届出、通報への対応 
現状値 目標値 

６５件 継続実施 
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事業名・取組 子育てひろば事業 担当 子育て支援課 

事業内容 
コミュニティセンター等で、様々な親子が集い、子育てのヒントにつながる活動を体験し、互いに

学び合うことにより、親育ち支援と家庭教育力の充実を図ります。 

活動指標 実施回数 
現状値 目標値 

118 回 120 回 
 

事業名・取組 子育てプランナー事業 担当 子育て支援課 

事業内容 

多種多様な課題や悩みを抱える子育て家庭の最初の相談窓口として、市役所内に常設していま

す。子育て家庭のニーズを把握して、多様化する教育・保育施設や子育て支援事業の中から、適切

なものを選択しスムーズに利用できるように支援します。また、子育てプランナーが相談者の悩み

や思いを傾聴し、機を逸することなく適切な支援につなげることができるよう、関係機関と日頃よ

り十分連携を取るとともに、多様なサービスや制度の情報収集を行い、危機的状況にある保護者

の早期発見に取り組みます。 

活動指標 相談件数 
現状値 目標値 

2,163 件 継続実施 
 

事業名・取組 ファミリー・サポート・センター事業 担当 子育て支援課 

事業内容 

子育ての援助をしてほしい方の依頼に応じて、子育てのお手伝いができる方を紹介し、一時的

にお子さんを預かる会員組織です。 

広報活動の充実を図り、依頼会員、提供会員、スタッフ会員の増員に努めつつ地域における会員

相互の交流を図ります。 

また、広報活動において、更なるスタッフ会員の増員を図り、病児病後児サポートの充実を図り

ます。 

子育て中において何らかの悩みや不安事を抱えたご家族に、アドバイザーが話を聞くことによ

って切実な悩みに気づき、関係機関に相談を求めることができるよう支援します。 

また、子供を提供会員に預けたり、子供の送迎を提供会員に任せたりすることで、家族がリフレ

ッシュする自分の時間を持つことができるように支援します。 

活動指標 会員数 
現状値 目標値 

1,481 人 1,650 人 
 

事業名・取組 地域子育て支援拠点事業 担当 子育て支援課 

事業内容 

①交流の場の提供・交流促進  ②子育てに関する相談・援助 

③地域の子育て関連情報提供  ④子育て・子育て支援に関する講習等 

を実施することにより、子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩みを相談

できる場を提供します。 

地域子育て支援拠点事業ではスタッフが保護者に寄り添い相談を受けたり、保護者同士が交流

を通じて同じ子育て仲間を見つけることで、子育ての孤立感や負担感・不安感の軽減につなげる

とともに、危機的状況にある保護者を発見し、早期の対応につなげる接点ともなり得ます。 

活動指標 延べ利用人数 
現状値 目標値 

83,362 人 100,000 人  

事業名・取組 児童扶養手当制度 担当 こども家庭課 

事業内容 

ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的と

し、支給条件に当てはまる 18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日まで（心身が一定以上の障

がいがある場合は 20 歳未満）の子どもを監護する母親・父親等に手当を支給します。 

活動指標 受給者数 

現状値 目標値 

3,524 名 
（令和４年度２月末日時

点（全停者除く）） 
継続実施 
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事業名・取組 ひとり親家庭等医療費助成制度 担当 こども家庭課 

事業内容 母子家庭、父子家庭等の保険診療分の医療費のうち、自己負担額を助成します。 

活動指標 受給者数 
現状値 目標値 

8,573 人 継続実施  

事業名・取組 母子父子寡婦福祉資金貸付制度 担当 こども家庭課 

事業内容 
ひとり親の経済的自立の助成と生活意欲の助長、その児童の福祉を増進させることを目的と

し、修業や技能習得等のための資金の貸付を行います。 

活動指標 貸付件数 
現状値 目標値 

新規：37 件 
継続：45 件 

継続実施 
 

事業名・取組 養育費支援事業 担当 こども家庭課 

事業内容 

①ひとり親家庭の子どもが、養育費を確実に受け取れるよう、養育費に関する公正証書等の作

成で負担した経費や、保証会社と養育費保証契約を締結した際に負担した経費、養育費確保のた

めの強制執行で負担した経費について補助します。 

②ひとり親家庭、もしくは離婚前の養育者を対象に養育費、親権等に関する相談を弁護士に無

料で行える養育費等無料相談を実施します。 

活動指標 
①養育費補助件数 

②相談件数 

現状値 目標値 

①33 件 

②33 件 
継続実施 

 

事業名・取組 母子家庭自立支援給付金 担当 こども家庭課 

事業内容 

➀自立支援教育訓練給付金  母子家庭の母又は父子家庭の父が就職に必要な教育訓練として

市長が指定する教育訓練の講座を修了した場合に受講費用の一部を給付し、雇用の安定及び就

職の促進を図ります。 

②高等職業訓練促進給付金  母子家庭の母又は父子家庭の父が就職に必要な資格の取得をす

るため養成機関で１年以上修業する場合に、その修業と生活との両立を支援するためその者に給

付金を支給し、雇用の安定及び就職の促進を図ります。 

活動指標 支給件数 

現状値 目標値 

自立支援教育訓

練給付金：6 件 

高等職業訓練促
進給付金 

新規 3 件 

継続 29 件 

継続実施 

 

事業名・取組 各相談機関を掲載したパンフレットの配布 担当 こども家庭課 

事業内容 
パンフレット「ひとり親家庭の福祉」にて母子・父子・寡婦の福祉関係機関の電話番号を掲載し、

配布することで各相談機関の周知に努めます。 

活動指標 パンフレット配布数 
現状値 目標値 

約 300 枚 500 枚  

事業名・取組 養育支援訪問事業 担当 
こども総合支援

センター 

事業内容 

育児に不安などを抱える養育支援が必要な家庭に対し、家庭訪問や面談などを通じて助言を行

うとともに、特に、育児・家事への支援が必要な家庭に対し、養育支援訪問ヘルパーを派遣し、一

緒に育児・家事の技術向上に向け取り組みます。 

活動指標 

①養育支援会議 

②相談件数 

➂養育支援訪問ヘルパー派遣数 

現状値 目標値 

①60 回 
②2,043 件 
➂24 回 

①60 回 
②2,100 件 
➂300 回  
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事業名・取組 子ども家庭総合支援拠点事業【再掲】 担当 
こども総合支援

センター 

事業内容 

子ども家庭総合支援拠点として、こども総合支援センターの機能を更に強化するため関係機関

との連携強化や啓発活動、支援体制の構築など児童虐待の未然防止・早期対応・継続支援に取り

組みます。 

活動指標 

①ヤングケアラー事業 

②前向き子育て事業 

➂子育て短期支援事業 

④子支援プログラム 

⑤子ども見守り連携会議 

現状値 目標値 

①講演会１回、 

研修会１回 

②グループワーク 

３回 

➂ショートステイ

405 日、 

トワイライトステイ 

７日 

④12 か所 

⑤令和５年度新規 

事業 

①講演会１回、 

研修会３回 

②講演会３回、 

グループワーク 

３回 

➂ショートステイ

630 日、 

トワイライトステイ 

210 日 

④12 か所 

⑤36 回  

事業名・取組 和歌山市人権啓発企業連絡会事業【再掲】 担当 産業政策課 

事業内容 
和歌山市人権啓発企業連絡会の研修会等を通じて、会員企業に対して人権問題に関する啓発

に取り組みます。 

活動指標 研修会開催回数 
現状値 目標値 

３回開催 ３回以上  

事業名・取組 放課後児童健全育成事業 担当 青少年課 

事業内容 

保護者の事情により放課後に家庭での監護に欠け、保育を必要とする児童に対し、小学校の余

裕教室等を利用して家庭に代わる生活の場を提供します。子どもたちが家庭・学校・地域の連携の

もと、遊びを中心とした活動を通して自主性・社会性・創造性を培い、心身ともに健やかに育つこ

とをめざします。 

活動指標 
４月１日における若竹学級入級申請者数に対する実入級者

数の割合 

現状値 目標値 

94.8％ 
（令和５年度４月末

時点） 
100％ 

 

事業名・取組 教育相談活動事業【再掲】 担当 
子ども支援センター 

学校支援課 

事業内容 

児童生徒・保護者・教職員等からの電話相談や来所相談を行います。また、学校と関係機関が連

携しながらいじめをなくすための取組を推進します。子どもの教育上の悩みや心配事に対して、十

分な状況把握を行い、適切な助言を行うことにより、生きることの包括的支援に取り組みます。 

活動指標 相談件数 

現状値 目標値 

来所相談：２８３件 

（延べ 1,063 回） 

電話相談：７３１回 

継続実施 
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２ 和歌山市いのち支える自殺対策推進協議会条例 

（設置） 

第１条 本市に、和歌山市いのち支える自殺対策推進協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

（１）自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）第１３条第２項の規定により本市が定める和 

歌山市いのち支える自殺対策計画（以下「計画」という。）の案について調査審議し、市長

に意見を述べること。 

（２）計画の推進状況の監視 

（３）その他自殺対策の推進に関し市長が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 協議会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

（１）精神保健福祉又は法律に関する学識経験を有する者 

（２）保健、医療、福祉、教育、労働又は警察の関係者 

（３）その他市長が必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、２年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 （会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

 （会議） 

第６条 協議会の会議（以下この条において単に「会議」という。）は、会長が招集する。ただ

し、委員の全員が新たに委嘱され、又は任命された後最初に招集すべき会議は、市長が招集す

る。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

４ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

５ 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、その意

見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。 

 （守秘義務） 

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

 （庶務） 

第８条 協議会の庶務は、健康局健康推進部において処理する。 

 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮っ

て定める。 

附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  
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３ 和歌山市いのち支える自殺対策推進協議会委員名簿 

 

※ 順不同、敬称略 

 所属団体名 職名 委員氏名 

会長 和歌山いのちの電話協会 理事長 加藤 和子 

副会長 和歌山県立医科大学神経精神医学教室 助教 岡村 和哉 

委員 和歌山弁護士会 弁護士 浅野 美穂 

委員 和歌山市医師会 理事 岩井 雅之 

委員 和歌山市小学校長会 校長 大西 秀樹 

委員 和歌山市中学校長会 校長 尾前 真一 

委員 和歌山県警察本部 生活安全企画課 課長補佐 佐野 洋平 

委員 和歌山市民生委員・児童委員協議会 副会長 武内 優子 

委員 和歌山商工会議所 専務理事 田中 一壽 

委員 厚生労働省 和歌山労働基準監督署 安全衛生課長 鳥越 奨一郎 

委員 和歌山県精神保健福祉士協会 理事 中家 嘉章 

委員 日本赤十字社和歌山医療センター 精神科部長 東 睦広 

委員 和歌山市・海南地域産業保健センター コーディネーター 藤原 哲二 

委員 和歌山市薬剤師会 理事 古川 晴浩 

委員 和歌山市社会福祉協議会 会長 森田 昌伸 
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４ 和歌山市いのち支える自殺対策庁内連絡会議設置要綱 

 （設置） 

第１条 市民のかけがえのない命を救う自殺対策に全庁で横断的に取り組むため、和歌山市いの

ち支える自殺対策庁内連絡会議（以下「連絡会議」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。 

（１）自殺対策に係る情報交換に関すること。 

（２）自殺対策に係る情報収集及び調査に関すること。 

（３）自殺対策の検討に関すること。 

（４）その他自殺対策に係る必要な事項の調整に関すること。 

 （組織） 

第３条 連絡会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は健康推進部長をもって、副委員長は保健対策課長をもって充てる。 

３ 委員は、広報広聴課長、人事課長、職員厚生課長、納税課長、債権回収対策課長、市民生活 

課長、自治振興課長、男女共生推進課長、人権同和施策課長、保険総務課長、介護保険課長、 

地域包括支援課長、国保年金課長、地域保健課長、高齢者・地域福祉課長、生活支援第１課長、 

生活支援第２課長、障害者支援課長、子育て支援課長、こども家庭課長、こども総合支援セン 

ター長、産業政策課長、青少年課長、学校支援課長、警防課長及び指令課長をもって充てる。 

４ 連絡会議に臨時の委員を置くことができる。 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は、連絡会議の会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 連絡会議の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

 （庶務） 

第６条 連絡会議の庶務は、保健対策課において処理する。 

 （委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年５月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和元年６月１０日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月３０日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年６月９日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年２月１４日から施行する。 
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５ 計画の策定過程 

（１）和歌山市いのち支える自殺対策推進協議会 

回 開催日 議題 

第１回 
令和５年（２０２３年） 

７月２８日（金） 

・現行計画について 

・第２期計画策定に向けて 

第２回 
令和５年（２０２３年） 

１０月２７日（金） 
・第２期和歌山市いのち支える自殺対策計画案について 

第３回 
令和６年（２０２4 年） 

１月２６日（金） 

・第２期和歌山市いのち支える自殺対策計画（案）の 

パブリックコメント実施結果について 

・第２期和歌山市いのち支える自殺対策計画最終案に 

ついて 

 

（２）和歌山市いのち支える自殺対策庁内連絡会議 

回 開催日 議題 

第１回 
令和５年（２０２３年） 

８月７日（月） 

・自殺等の現状について 

・第２期計画の施策の方向性について 

第２回 
令和５年（２０２３年） 

１０月１７日（火） 

・第２期計画の施策体系について 

・関連施策・事業の分類 

・生きる支援相談窓口の確認 

・第２期計画の指標・目標値の確認 

 

（３）庁内各課ヒアリング 

開催日 課名 

令和５年（２０２３年） 

８月２５日（金） 

男女共生推進課/こども総合支援センター/ 

子ども支援センター/地域保健課/保健対策課 

令和５年（２０２３年） 

８月２８日（月） 
こども家庭課/子育て支援課/営業課/警防課/指令課 

令和５年（２０２３年） 

８月２９日（火） 

産業政策課/住宅政策課/青少年課/少年センター/ 

読書活動推進課/学校支援課/保険総務課/介護保険課/ 

職員厚生課/高齢者・地域福祉課 

令和５年（２０２３年） 

８月３０日（水） 

生活支援第１課/生活支援第 2 課/障害者支援課/ 

広報広聴課/人事課・職員研修所/国保年金課/納税課/ 

債権回収対策課/市民生活課/自治振興課/ 

人権同和施策課/地域包括支援課 
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（４）関係団体へのヒアリング 

日程 団体名 

令和５年（2023 年）９月 20 日（水） 若者サポートステーション With You わかやま 

令和５年（2023 年）９月 20 日（水） 社会福祉法人 和歌山いのちの電話協会 

令和５年（2023 年）９月 25 日（月） 自死遺族の会 わかちあいの会わかやま「うめの花」 

令和５年（2023 年）９月 27 日（水） 和歌山市社会福祉協議会 

令和５年（2023 年）１０月１１日（水） NPO 法人 心のＳＯＳサポートネット和歌山 

 

（５）パブリックコメントの実施 

実施期間 
令和５年（2023 年）１２月１５日（金） 

～令和６年（2024 年）１月１５日（月） 
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６ 用語解説 

本文中で「＊」と表示された用語の説明です
（50 音順）。 
 
■あ行 

いのち支える自殺対策推進センター（JSCP） 
「自殺対策の総合的かつ効果的な実施に

資するための調査研究及びその成果の活用
等の推進に関する法律」に基づき、厚生労働
大臣から自殺対策に関する調査研究等を行
う法人として指定を受けた一般社団法人。 

 
エジンバラ産後うつ質問票（ＥＰＤＳ） 

イギリスで開発された産後うつのスクリー
ニング票で、産後の母親に対して効果的な支
援を実施するために活用される。 

 
ＳＮＳ 

ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略。
友人・知人等の社会的ネットワークをインター
ネット上で提供することを目的とする、コミュ
ニティ型のサービスのこと。 

 
SDGs 

「 Sustainable Development Goals
（持続可能な開発目標）」の略称で、平成２７
年（２０１５年）９月の国連サミットにおいて、全
会一致で採択された、令和１２年（２０３０年）を
期限とする世界共通の１７の目標のこと。誰一
人取り残さない社会の実現をめざし、経済、
社会、環境をめぐる広範な課題に、総合的に
取り組むものである。 

 
■か行 

ゲートキーパー 
自殺のリスクにつながるような悩みに気づ

き、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につな
げ、見守る人のこと。 

 
こどもの自殺対策緊急強化プラン 

令和５年６月に「こどもの自殺対策に関する
関係省庁連絡会議」において、こどもの自殺
対策の強化に関する施策がとりまとめられた
もの。１人１台端末の活用等による自殺リスク
の早期発見や、多職種の専門家で構成される
「若者の自殺危機対応チーム」による対応、子
どもの自殺の要因分析等を進めていくことが
示された。 

 
 

■さ行 

三次救急医療機関 
生命に危険のある重篤患者に高度な医療

を提供する救急医療機関。和歌山市では、和
歌山県立医科大学附属病院と日本赤十字社
和歌山医療センターの２機関。 

 
自殺総合対策大綱 

平成１８年（2006 年）に成立した自殺対策
基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策
の 指 針 と し て 定 め る も の で 、 平 成 １ ９ 年
（2007年）6月に初めての大綱が策定された
後、一部改正や見直しが行われ、令和４年
（2022 年）10 月に新たな自殺総合対策大綱
が閣議決定された。 

 
自殺対策基本法 

平成１８年（2006 年）に、自殺の予防と防
止、その家族の支援の充実のために制定され
た法律。平成２８年（２０１６年）の改正では、自
殺対策が生きることの包括的な支援として実
施されるべきこと等を基本理念に明記すると
ともに、都道府県自殺対策計画及び市町村自
殺対策計画の策定等について定めるほか、こ
れまでの基本的施策を拡充し、自殺対策の推
進につき必要な組織の整備を図ることが定め
られた。 

 
自殺対策強化月間 

自殺対策基本法では、例年、月別自殺者数
の最も多い３月を「自殺対策強化月間」と定
め、国や地方公共団体、関係団体等が連携し
て「誰も自殺に追い込まれることのない社会」
の実現に向け、相談事業及び啓発活動を実
施している。 

 
自殺予防週間 

自殺対策基本法では、９月１０日から９月１６
日までを「自殺予防週間」と位置付け、国及び
地方公共団体は、啓発活動を広く展開するも
のとし、それにふさわしい事業を実施するよう
努めるものとすることとしている。 

 
スクールカウンセラー 

児童生徒の生活上の問題や悩みに、心理
の専門的知識や技術を活用し相談に応じると
ともに、教師や保護者に対して指導・助言を
行い、関係機関と連携して必要な支援を行う
専門職。  
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■「自死」という表現について 

自殺は瞬間（点）ではなく「プロセス」で

起きているという理解のため、「行為」を表

すときには「自殺」を用いますが、亡くなら

れた方や遺族・遺児に関する表現の際に

は「自死」を用います。 

スクールソーシャルワーカー 
社会福祉の専門的な知識、技術を活用し、

子どもを取り巻く生活環境に働きかけ、家庭、
学校、地域の関係機関をつなぎ、児童生徒の
悩みや抱えている問題の解決に向けて支援
を行う専門職。 

 
ストレスチェック制度 

定期的に労働者のストレスの状況について
検査を行い、本人にその結果を通知して自ら
のストレスの状況について気付きを促し、個
人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させ
るとともに、検査結果を集団的に分析し、職場
環境の改善につなげることによって、労働者
がメンタルヘルス不調になることを未然に防
止することを主な目的としたもの。 

 
性的マイノリティ 

性的指向（恋愛・性愛がどういう対象に向
かうのかを示す概念）や性自認（自分の性を
どのように認識しているのかを示す概念）にお
いて少数である人のこと。 

 
成年後見制度 

認知症・知的障害・精神障害などによって
判断能力が十分でない方について、家庭裁
判所に申立てを行うことで、本人の権利を守
る援助者を選び、本人を法律的に支援する制
度。 

 
■た行 

地域自殺対策政策パッケージ 
JSCP が作成したもので、自治体が自殺対

策計画を策定する際に、盛り込むことが推奨
される施策群について、その具体的な取組事
例と合わせて提示することにより、地域自殺
対策計画の円滑な策定を支援するもの。 

 
DV（ドメスティック・バイオレンス） 

配偶者（事実婚の場合も含む。）や恋人、あ
るいは元配偶者や元恋人などからの暴力のこ
と。 

 
■は行 

ピアサポーター 
ピアとは「同じ立場にある仲間」のこと。ピア

サポーターは、障害のある人生に直面し、同
じ立場や課題を経験してきたことを活かして、
仲間として支える活動をしている人。 

 
ひきこもり 

様々な要因の結果として社会的参加（義務

教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭
外での交遊など）を回避し、原則的には6 ヵ月
以上にわたっておおむね家庭にとどまり続け
ている状態（他者と交わらない形での外出を
していてもよい）を指す現象概念（厚生労働
省「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライ
ン」） 

 
■や行 

ヤングケアラー 
法令上の定義はないが、「本来大人が担う

と想定されている家事や家族の世話などを日
常的に行っている子どものこと。責任や負担
の重さにより、学業や友人関係などに影響が
出てしまうことがある。」とされている。 

 
友愛訪問 

安否確認や孤独感の解消を図ることを目
的として民生委員等が定期的に訪問する活
動。 

 
■ら行 

ラインケア 
管理監督者が行うケアのことで、日頃の職

場環境の把握と改善、部下の相談対応を行う
ことなどがある。 

 
■わ行 

ワーク・ライフ・バランス 
「仕事と生活の調和」と訳され、仕事にやり

がいや充実感を感じ、責任を果たしながら、
その一方で、子育てや介護、家庭生活や地域
生活、個人の自己啓発などといった個々の私
生活も充実させるという考え方やその取組の
こと。 
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７ 生きる支援相談窓口一覧 

（１）こころの健康 

こころの健康に関する相談 

【相談窓口】 和歌山市保健所 保健対策課 

����� 073-488-5117 【受付時間】 月～金 8:30～17:15 （年末年始・祝日除く） 

【相談窓口】 和歌山県精神保健福祉センター「こころの電話」 

����� 073-435-5192 【受付時間】 月～金 9:30～12:00、13:00～16:00（年末年始・祝日除く） 
 

生きづらさを感じておられる方、大切な人を自死で亡くされた方の相談 

【相談窓口】 和歌山県自殺対策推進センター「はあとライン」 

����� 0570-064-556 【受付時間】 24 時間 365 日対応 
 

大切な人を自死で亡くされた方の相談 

【相談窓口】 
わかちあいの会和歌山うめの花「自死遺族相談」 

（予約は和歌山県精神保健福祉センター） 

����� 073-435-5194 【受付時間】 月～金 9:00～17:45 （年末年始・祝日除く） 
 

様々な不安や心の危機に直面している方、身近に相談できる人がなく一人で悩んでいる方の相談 

【相談窓口】 和歌山いのちの電話 

����� 073-424-5000 【受付時間】 毎日 10:00～22:00 

����� 0120-783-556 
(ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ) 

【受付時間】 毎日 16:00～21:00 毎月 10 日、8:00～翌 8:00 
 

心の家族電話相談 

【相談窓口】 ＮＰＯ法人和歌山市精神障害者家族会「つばさの会」 

����� 073-427-9073 【受付時間】 毎月第 2、第 4 木曜日(祝日を除く) 13:00～15:00 
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（２）妊産婦 

妊娠期から子育て期の様々な相談 

【相談窓口】 

子育て世代包括支援センター 

 ①中保健センター ②南保健センター 

 ③西保健センター ④北保健センター 
①����� 073-488-5122 
②����� 073-499-5566 
③����� 073-455-4181 
④����� 073-464-5051 

【受付時間】 月～金 8:30～17:15 （年末年始・祝日除く） 

 

（３）子ども 

子育てに関する相談 

【相談窓口】 

子育て世代包括支援センター 

 ①中保健センター ②南保健センター 

 ③西保健センター ④北保健センター 
①����� 073-488-5122 
②����� 073-499-5566 
③����� 073-455-4181 
④����� 073-464-5051 

【受付時間】 月～金 8:30～17:15 （年末年始・祝日除く） 

 

ひとり親家庭および寡婦家庭に関する相談 

【相談窓口】 和歌山市役所 こども家庭課 

����� 073-435-1219 【受付時間】 月～金 8:30～17:15 （年末年始・祝日除く） 
 

育児やしつけ等の子育てに関する相談、児童虐待に関する相談 

【相談窓口】 和歌山市こども総合支援センター 

����� 073-402-7830 【受付時間】 月～金 8:30～17:15 （年末年始・祝日除く） 
 

いじめ・不登校など学校生活に関する相談 

【相談窓口】 和歌山市子ども支援センター 

����� 073-402-7831 

（電話相談専用ダイヤル） 
【受付時間】 月～金 9:00～17:00 （年末年始・祝日除く） 

 

青少年の非行防止や立ち直りのための相談 

【相談窓口】 和歌山市立少年センター 

����� 073-425-2351 【受付時間】 月～金 9:00～16:00 （年末年始・祝日除く） 
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子ども（18 歳未満）についてのあらゆる相談 

【相談窓口】 和歌山県子ども・女性・障害者相談センター 

����� 073-445-5312 【受付時間】 
月～金 9:00～17:45 

 （年末年始 12/29～1/3 休み・祝日除く） 

【相談窓口】 児童相談所相談専用ダイヤル 

����� 0120-189-783 【受付時間】 24 時間 365 日対応 

【相談窓口】 和歌山児童家庭支援センターきずな 

����� 073-460-8044 【受付時間】 
月～金 9:00～18:00 

 年末年始（12/29～1/3 休み）・土日祝休み 
 

児童虐待や子育て等に関する相談 

【相談窓口】 児童相談所虐待対応ダイヤル 

����� 189 【受付時間】 24 時間対応 

 

（４）若者 

働くことに悩みを抱えている若者(15～49 歳）やご家族の相談 

【相談窓口】 若者サポートステーションわかやま 

����� 073-427-3500 【受付時間】 月～金 10:00～18:00 （お盆・年末年始・祝日除く） 
 

若者(概ね 15～39 歳まで）のあらゆる悩み相談 

【相談窓口】 若者総合相談窓口 Ｗｉｔｈ Ｙｏｕ わかやま 

����� 073-428-0874 【受付時間】 月～金 10:00～17:00 （お盆・年末年始・祝日除く） 

 

（５）高齢者・認知症 

高齢者の介護・福祉・健康・医療など様々な相談 

【相談窓口】 和歌山市役所 地域包括支援課 

����� 073-435-1197 【受付時間】 月～金 8:30～17:15 （年末年始・祝日除く） 
 

高齢者福祉に関する相談 

【相談窓口】 和歌山市役所 高齢者・地域福祉課 

����� 073-435-1063 【受付時間】 月～金 8:30～17:15 （年末年始・祝日除く） 
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認知症に関する専門医療相談 

【相談窓口】 和歌山県立医科大学附属病院 認知症疾患医療センター 

����� 073-441-0776 【受付時間】 月～金 8:45～17:30 （年末年始・祝日除く） 
 

認知症についての相談 

【相談窓口】 わかやま認知症なんでも電話相談（一般社団法人和歌山県認知症支援協会） 

����� 0120-969-487 

����� 073-444-0030 
【受付時間】 月～金 10:00～15:00 （年末年始・祝日除く） 

【相談窓口】 認知症コールセンター（公益社団法人認知症の人と家族の会 和歌山県支部） 

����� 0120-783-007 

����� 073-432-7660 
【受付時間】 月～土 10:00～15:00 （年末年始・祝日除く） 

 

（６）高齢者・障害者 

高齢者・障がい者に関する弁護士による電話相談 

【相談窓口】 高齢者・障がい者あんしん電話相談（和歌山弁護士会） 

����� 073-425-4165 【申込受付時間】 
平日 午前 10 時～午後 4時 
  （正午～午後 1 時は除く） 

 

高齢者・障害者の成年後見に関する相談 

【相談窓口】 
高齢者・障害者成年後見センター 

和歌山市役所 高齢者・地域福祉課 

����� 073-435-1053 【受付時間】 月～金 8:30～17:15 （年末年始・祝日除く） 

 

（７）障害者（児） 

障害者（児）に関する相談 

【相談窓口】 和歌山市役所 障害者支援課 

����� 073-435-1060 【受付時間】 月～金 8:30～17:15 （年末年始・祝日除く） 

 

（８）生活困窮 

生活困窮に関わる様々な相談 

【相談窓口】 和歌山市役所 生活支援第２課 自立相談支援窓口 

����� 073-435-1061 【受付時間】 月～金 9：00～16：00 （年末年始・祝日除く） 
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生活保護に関する相談 

【相談窓口】 和歌山市役所 生活支援第１課 

����� 073-435-1205 【受付時間】 月～金 8:30～17:15 （年末年始・祝日除く） 

【相談窓口】 和歌山市役所 生活支援第２課 

����� 073-435-1061 【受付時間】 月～金 8:30～17:15 （年末年始・祝日除く） 

 

（９）ひきこもり 

ひきこもりに関する相談 

【相談窓口】 和歌山市保健所 保健対策課 

����� 073-488-5117 【受付時間】 月～金 8:30～17:15 （年末年始・祝日除く） 

【相談窓口】 ＮＰＯ法人 エルシティオ 

����� 073-432-2170 【受付時間】 月～金 10:00～17:00 （年末年始・祝日除く） 
 

思春期・青年期に特有の悩みや、精神疾患、不登校やひきこもり等の相談 

【相談窓口】 
ひきこもり地域支援センター（和歌山県精神保健福祉センター内） 

「いっぽライン」 

����� 073-424-1713 【受付時間】 月～金 9:00～17:45 （年末年始・祝日除く） 

 

（10）男女共同参画・DV・性暴力・LGBT 

男女共同参画のさまたげとなる様々な悩みの相談 

【相談窓口】 和歌山県男女共同参画センター”りぃぶる” 総合相談 

����� 073-435-5246 【受付時間】 

火～土：9:00～20:30 （受付 20:00 まで） 

日：9:00～17:00 （受付 16:30 まで） 

  (月曜日・年末年始・祝日除く) 
 

心の悩み各種、ＤＶに関する相談 

【相談窓口】 和歌山市男女共生推進センター みらい相談室 

����� 073-431-5528 【受付時間】 
10:00～16:00 (休館日・祝日除く） 

休館日：月曜日 月曜日が国民の休日のときはその次の平日 
 

配偶者からの暴力の相談、女性の様々な悩みの相談 

【相談窓口】 
和歌山県子ども・女性・障害者相談センター 

（配偶者暴力相談支援センター） 

����� 073-445-0793 【受付時間】 
電話相談 毎日 9:00～22:00 (受付 21:30 まで) 

（年末年始除く） 
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性暴力に関する相談 

【相談窓口】 性暴力救援センター和歌山「わかやまｍｉｎｅ」 

����� 073-444-0099 【受付時間】 
電話相談 24 時間 365 日 

（但し、22 時～翌朝 9 時と年末年始はコールセンターでの対応） 

 

（11）地域の様々な問題 

生活・福祉の困りごと、心配ごと相談 

【相談窓口】 和歌山市社会福祉協議会（福祉総合相談） 

����� 073-422-2081 【受付時間】 平日 8:30～17:15 （年末年始・祝日除く） 
 

事件・事故の被害相談や困りごと・不安に思うこと・心配ごと等の相談 

【相談窓口】 和歌山県警察本部 広報県民課 

����� ♯9110 

����� 073-432-0110 
【受付時間】 24 時間受付 

【相談窓口】 公益社団法人紀の国被害者支援センター 

����� 073-427-1000 【受付時間】 
月～金 10:00～16:00  土 13:00～16:00 

（年末年始・祝日除く） 

 

（12）法律 

民事問題に関する相談 

【相談窓口】 和歌山市役所 市民相談センター 

����� 073-435-1025 【受付時間】 月～金 9:00～16:00 （年末年始・祝日除く） 
 

弁護士による法律トラブルに関する様々な相談 

【相談窓口】 和歌山弁護士会 

����� 073-422-4580 【受付時間】 
月～金 9:00～17:00 (12:00～13:00 除く） 

（年末年始・祝日除く） 

【相談窓口】 夜間無料法律相談センター（和歌山弁護士会） 

����� 073-422-5005 【受付時間】 

原則毎週金曜日 18:00～20:00 予約制 

平日 9:00～17:00 (12:00～13:00 除く) 

相談日の当日 10:00 までに予約 
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法的トラブルに関する情報提供、経済的にお困りの方への無料法律相談 

【相談窓口】 法テラス和歌山 

����� 0570-078340 【受付時間】 月～金  9:00～17:00 （年末年始・祝日除く） 

【相談窓口】 法テラス・サポートダイヤル 

����� 0570-078374 【受付時間】 
月～金 9:00～21:00  土 9:00～17:00 

（年末年始・祝日除く） 

 

（13）人権 

人権問題に関する相談 

【相談窓口】 和歌山市役所 人権同和施策課 

����� 073-435-1058 【受付時間】 月～金 8:30～17:15 （年末年始・祝日除く） 

【相談窓口】 「人権ホットライン」和歌山市役所 人権同和施策課 

����� 073-435-1110 【受付時間】 月～金 9:00～17:00 （年末年始・祝日除く） 

【相談窓口】 「人権ホットライン」公益財団法人和歌山県人権啓発センター 

����� 073-421-7830 【受付時間】 月～金 9:00～16:00 （年末年始・祝日除く） 

 

（14）消費問題・経済問題 

契約トラブルや悪徳商法等の相談 

【相談窓口】 和歌山市役所 消費生活センター 

����� 073-435-1188 【受付時間】 月～金 9:00～16:00 （年末年始・祝日除く） 
 

契約トラブルなど消費生活に関する相談 

【相談窓口】 和歌山県消費生活センター 

����� 073-433-1551 【受付時間】 
月～金 9:00～17:00  土・日 10:00～16:00 

（年末年始・祝日除く） 

 

（15）仕事・職場 

就職活動や職業生活に関する相談 

【相談窓口】 和歌山市役所 産業政策課 

����� 073-435-1040 【受付時間】 月～金 9:00～17:00 （年末年始・祝日除く） 
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労働に関する疑問・トラブルについての相談 

【相談窓口】 和歌山県 労働情報センター 

����� 073-436-0735 【受付時間】 
火～金 16:00～20:00 土・日 10:00～16:00 

（年末年始・祝日除く） 
 

解雇・パワハラ・セクハラ・職場のいじめ・賃下げなどあらゆる労働問題の相談 

【相談窓口】 和歌山労働局 総合労働相談コーナー 

����� 073-488-1020 【受付時間】 
月～金 9:15～12:00 13:00～17:15 

（年末年始・祝日除く） 

【相談窓口】 和歌山総合労働相談コーナー（和歌山労働基準監督署内） 

����� 073-407-2203 【受付時間】 月～金 8:30～17:15 （年末年始・祝日除く） 
 

職場での健康問題や悩み相談 

【相談窓口】 和歌山産業保健総合支援センター 

����� 073-421-8990 【受付時間】 月～金 8:30～17:15 （年末年始・祝日除く） 
 

小規模事業場における健康診断結果についての相談（長時間労働含む） 

【相談窓口】 和歌山市・海南地域産業保健センター 

����� 073-431-1119 【受付時間】 月～金 9:00～12:00 （年末年始・祝日除く） 
 

経営や労務問題に関することなどの相談 

【相談窓口】 和歌山商工会議所 経営相談窓口 

����� 073-422-1111 【受付時間】 
月～金 9:00～17:30 （年末年始・祝日除く） 

専門家による無料経営相談会は事前予約制   
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